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         午前９時５９分  開会 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      皆さん、おはようございます。 

      まだ定刻前ではございますけれども、皆さん全員おそろいなので、ただいまから平

成28年第３回大和町議会定例会を開会いたします。 

      これより本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                            

         日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、３番犬飼克子さん及び４番

馬場良勝君を指名します。 

                                            

         日程第２「会期の決定について」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第２、会期の決定についてを議題にします。 

      お諮りします。 

      本定例会の会期は、本日から６月９日までの４日間にしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、会期は本日から６月９日までの４日間に決定いたし

ました。 

                                            

         日程第３「諸般の報告」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第３、諸般の報告を行います。 

      町長より報告事項がありますので、報告をしていただきます。町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      それでは、諸般の報告でございますが、配付している資料にございますとおり、今

回につきましては、繰越明許費繰越計算書につきまして、それから平成27年度の株式

会社大和町地域振興公社決算についてということでございます。 

      それぞれ、担当者より報告させますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      財政課長髙崎一郎君。 

 

財政課長 （髙崎一郎君） 

      おはようございます。 

      それでは、お手元の資料によりまして諸般の報告資料に従いましてご説明申し上げ

ます。 

      １ページをお願い申し上げます。 

      繰越明許費繰越計算書について。平成27年度大和町一般会計予算について、別紙繰

越計算書のとおり繰り越したので、地方自治法施行令第146条第２項の規定により報

告する。この件につきましては、３月議会定例会におきまして、平成28年度へ繰り越

しして使用いたします繰越明許費につきまして、議決を頂戴いたしたところでござい

ます。また、４月の臨時会におきまして、２件の追加につきまして専決処分をいたし

たことをご承認いただいたものでございます。この繰越の内容を明示いたしました繰

越計算書を次のページに策定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第２項の

規定によりご報告申し上げるものでございます。 

      ２ページをお願い申し上げます。 

      この件につきましは、繰り越しした款項の区分、事業名、議決いただきました金額、

翌年度繰越額、その繰越額の財源内訳ということで記載させていただいているもので

ございます。 

      ２ページ最下段の合計欄をごらんいただきたいと存じます。 

      繰越事業につきましては総事業17事業でございます。うち10事業が国庫補助事業で

ございます。議決を賜りました金額につきましては６億4,902万8,000円でございます。

このうち実際に翌年度、平成28年度へ繰り越しいたしました金額は合計５億4,105万

8,000円となったものでございます。 
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      その財源内訳といたしましては、国庫支出金３億1,931万6,000円、その他特定財源

といたしまして地方債、その他特定財源を合計いたしまして7,554万8,000円。残りが

一般財源といたしまして１億4,619万4,000円となったものでございます。 

      事業の完了予定につきましては、資料の最上段より吉岡商店街空き店舗改装事業に

つきましては平成28年４月28日、情報セキュリティ強化対策事業につきましては平成

29年３月31日、防災行政無線施設整備事業につきましては平成28年６月30日、固定資

産税基礎資料更新業務委託につきましては平成28年10月31日、低所得者の高齢者向け

の年金生活者等支援臨時福祉給付金事業及び事務費につきましては平成28年４月から

の事業開始となってございます。 

      子ども・子育て支援システム改修業務委託につきましては平成28年８月31日、蒜袋

宮前線改良事業につきましては平成28年５月25日、橋梁点検改修事業につきましては

平成28年５月25日並びに５月31日、準用河川改修事業につきましては平成28年５月31

日並びに平成28年12月28日、「殿、利息でござる」ＰＲ関連事業につきましては平成

28年５月31日、宮床中学校校庭造成計画調査設計業務委託につきましては平成28年７

月29日、公共土木施設災害復旧費の道路災害復旧事業につきましては平成28年４月12

日、台風18号豪雨災害復旧費の農林施設等災害復旧事業につきましては、事業の区分

によりまして平成28年４月末日、５月末日、10月末日の完成予定となっております。

同じく、道路災害復旧事業、河川災害復旧事業につきましては平成28年６月末日と12

月20日、都市施設災害復旧事業につきましては平成28年７月31日となってございます。

同じく、学校施設災害復旧事業につきましては平成28年６月30日と７月29日をそれぞ

れ完成予定としております。 

      繰越明許費につきましては以上でございます。 

      今年度につきましては事故繰越についてはございませんでした。 

      以上、ご報告をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      まちづくり政策課長小川 晃君。 

 

まちづくり政策課長 （小川 晃君） 

      それでは、３ページをお願いいたします。 

      平成27年度株式会社大和町地域振興公社決算についてご報告いたします。 

      地方自治法243条の３第２項の規定により、平成27年度株式会社大和町地域振興公



８ 

社決算につきまして、別冊のとおり報告するものでございます。なお、決算報告書に

つきましては、平成28年５月26日開催の定期株主総会において承認されたものでござ

います。 

      それでは、別冊の決算報告書１ページをお開きいただきたいと思います。 

      第24期事業報告でございます。期間につきましては、平成27年４月１日から平成28

年３月31日までの期間でございます。第24期事業報告につきましては、事業計画に基

づいて事業を執行してまいりましたが、順調に経過し目標をほぼ達成したところでご

ざいます。 

      概要でございますが、町からの受託事業であります七ツ森湖畔公園などの施設管理

事業で4,118万3,000円、都市公園などの指定管理者業務で3,437万円、町民研修セン

ター・体育センター受け付け業務と日直巡視業務で472万1,000円、受託外業務で929

万5,000円、町道維持管理業務で1,503万3,000円、収益事業では地場産品売上手数料

販売等で530万3,000円の販売額となったところでございます。また、平成27年９月に

は、記録的な集中豪雨に見舞われ、町道や公園施設等の冠水や土砂崩れ等が発生し、

危険個所の閉鎖や復旧のための片づけ作業など緊急的な対応を行ったほか、冬期間の

除雪業務では、歩道２路線が昨年よりふえ９路線とバスターミナルの除雪を行いまし

た。そのほか町道や緑地、施設等の除雪業務や伐採業務、除雪業務など42件の受託外

業務を行い、昨年の２倍の売り上げとなりました。 

      受託事業につきましても、施設の万全を期すとともに、公園施設の補修等を実施し、

快適に利用していただくための公園づくりに留意してまいりました。 

      蜂の巣駆除につきましても、町有施設や公園、町民の方、会社関係など、町内外か

ら昨年の約３倍の31件の依頼があり、格安の料金で対応してまいりました。 

      観光振興につきましては、春の「花まつり」、夏の「まほろば夏まつり」「七夕ま

つり」、秋の「たいわ産業まつり」に協力参加をいたしたところでございます。 

      その結果、営業収支で405万6,000円の当期純利益を計上することができたものでご

ざいます。 

      ２につきましては、会議等の開催状況で、取締役会、定期株主総会の開催状況でご

ざいます。 

      ３につきましては、第24期の役員名簿でございます。 

      それでは、３ページの貸借対照表をお願いたします。 

      資産の部でございますが、流動資産のうち、現金・預金計が8,837万3,588円、棚卸

資産とその他流動資産を合わせました流動資産合計で１億945万7,834円となったもの
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でございます。 

      次に、固定資産でございますが、有形固定資産と無形固定資産及び投資等を合わせ

ました固定資産合計で2,449万8,442円となりまして、資産の部の合計は１億3,395万

6,276円となったところでございます。 

      次に、負債の部でございますが、流動負債及び固定負債を合わせまして2,545万

5,159円でございます。 

      純資産の部では、株主資本のうち、資本金が1,250万円、利益剰余金につきまして

は、更新積立金400万円、別途積立金1,500万円、繰越利益剰余金が7,700万1,117円で

ございまして、うち当期利益が405万6,776円となり、利益剰余金計が9,600万1,117円

となったものでございます。 

      この結果、純資産の部の合計は１億850万1,117円となりまして、負債・純資産の部

の合計は１億3,395万6,276円となったところでございます。 

      次に、４ページの損益計算書をお願いいたします。 

      経常損益の部でございますが、売上高計が１億990万8,091円、売上原価計が137万

4,350円でありますことから、売上総利益は１億853万3,741円となったものでござい

ます。 

      販売費・一般管理費計の１億477万1,997円を差し引きますと、376万1,744円の営業

利益となったものでございます。 

      次に、営業外収益計の21万4,405円を加えますと、経常利益で397万6,149円となっ

たものでございます。 

      次に、特別損益の部でございますが、特別利益の106万3,451円を加えました税引き

前当期利益の503万9,600円から法人税、住民税、事業税を差し引いた当期利益につき

ましては、405万6,776円となったところでございます。 

      次に、５ページの販売費及び一般管理費でございますが、それぞれの科目ごとの決

算額を記載してございます。一番下の計の欄をごらんいただきたいと思います。 

      予算額１億124万円に対しまして、決算額１億477万1,997円となりまして、353万

1,997円の残額となったものでございます。 

      ７ページをお願いいたします。 

      ７ページにつきましては平成28年度第25期事業計画書、８ページにつきましては事

業計画に基づく収支見込書。 

      ９ページをお願いいたします。 

      ９ページにつきましては平成28年度販売費一般管理費でございます。 
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      以上で、大和町地域振興公社の決算について報告を終わらせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      これで、町長の報告を終わります。 

      議長としての報告事項は、印刷してお手元に配付しているとおりです。ご了承くだ

さい。 

      町長より招集の挨拶があります。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      皆さん、おはようございます。 

      第３回大和町議会定例会に当たりまして、ご挨拶を申し上げたいと思います。 

      本日ここに、平成28年第３回大和町議会定例会が開会されるに当たり、提案いたし

ます一般会計補正予算などの議案につきまして、その概要を説明申し上げ、議員皆様

方のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

      初めに、去る５月７日の宮城県内での先行上映に引き続き、５月14日には全国で上

映が開始されました映画「殿、利息でござる」でございますが、現代にも通じるもの

としてごらんいただいた方々の心を打つすばらしい作品との評価を受け、大ヒットの

中、公開が続いているところでございます。町で開設いたしました吉岡宿本陣案内所

を初め、町内には全国から訪れる皆さんが日増しにふえ、映画の感動の余韻に浸って

いただいているところでございます。大和町のすばらしさをより深く感じていただき

お楽しみいただけますよう、商工会や関係団体と連携を深めながら取り組んでいると

ころでございます。 

      次に、指定廃棄物処分場の件ですが、去る５月27日に指定廃棄物の処理方法を話し

合う第10回市町村長会議が開催され、当初の測定で8,000ベクレル以下だった汚染廃

棄物を県が改めて測定し直す方針が決まったところでございます。このことにつきま

しては、県だけではなく市町村が測定したものもあって、測定方法が一貫していなか

った上に、原発事故から５年が経過して減衰も進んでいるとみられるために、再測定

を実施して濃度を明確にし、処理を迅速に進める狙いがあるものでございます。 

      村井知事からは「統一した調査で全量を把握した上で、国の調査結果も出てくる秋

口には処分方法を示したい」と理解を求められたところでございます。知事は、最終

処分場につきましても「ゼロベースで検討する。いかにしていいのか。３カ所でいい
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のかからスタートすることになる」と述べ、当面は低濃度の廃棄物処理に力を入れる

意向が改めて示されました。県が再測定を行うことは意義が大きく評価ができるもの

であると考えるところです。しかし、本来であれば、基準以下のものにつきましても

国が責任を持って処分すべきであり、指定廃棄物の処理方法も検討して、踏み込んだ

決断を望むものでございます。 

      本町といたしましては、最終処分場建設には断固反対であり、大和町指定廃棄物最

終処分場建設に断固反対する会をはじめ、関係各種団体と連携をとりながら、候補地

はすでに白紙撤回になったとの立場で、一貫した反対の立場を貫いてまいりますので、

ご協力をお願いいたしたいと思います。 

      また、去る５月13日から20日まで実施されました沖縄駐留米軍の移転訓練について

でありますが、おかげさまをもちまして無事訓練を終了することができました。 

      本町といたしましても、部隊滞在期間中は、庁内に王城寺原演習場対策連絡会議を

設置し、各種対策や連絡調整を行いますとともに、巡回班によります巡回パトロール

の実施、町内各所における騒音測定及び振動測定のほか、防災無線を通じまして訓練

情報をお知らせするなど、町民皆様の不安解消を図るための対応策を講じてまいりま

したが、今後も情報の早期入手など万全を期してまいりたいと考えているところです。 

      次に、５月末現在の水稲生育状況についてでございますが、４月末から好天に恵ま

れ、５月中旬以降の気温が高い傾向で推移した結果、活着がよく、田植え後の生育は

おおむね良好であると判断しているところであります。 

      それでは、本日提出しております議案につきまして、その概要をご説明申し上げま

す。 

      初めに、議案第47号は、職員の処分に伴いまして、特別職の給料を減ずることから、

特別職の職員で常勤のもの給与及び旅費に関する条例の一部の改正を行うものでござ

います。 

      議案第48号は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正するものでございます。 

      議案第49号一般会計補正予算につきましては、１億6,437万円を追加し、歳入歳出

の総額を112億3,236万4,000円とするものであります。 

      歳出の主なものにつきましては、総務費におきましては、昨年９月10日、11日に発

生しました関東・東北豪雨災害において、宮床財産区所有地に地上権を設定しており

ます宮床生産森林組合の作業道等が被害を受けたことから、復旧に要する経費の一部

を助成する経費、大平中地区の集会施設建築の一部助成に要する経費、吉岡宿の案内
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所受付業務の無休運営に要します経費並びにコミュニティ事業としまして、七ツ森太

鼓の修繕等に要します経費、個人番号カードの交付に要します経費、参議院議員選挙

執行費について、投票箱の補充購入に要する経費を追加措置し、民生費におきまして

は、臨時福祉給付金事業、年金生活者等支援臨時福祉給付金事業に係る経費を、農林

水産業費の農業費では、担い手の確保・強化支援事業と、水田農業対策事業に置きま

して、事業内容の変更と補助率の変更に要します所要額を、水産業費におきましては、

県で高級ブランド化を目指しております伊達いわな生産事業費を追加措置し、商工費

におきましては、まほろば夏まつりに係る経費を追加措置するものでございます。 

      教育費におきましては、くろかわチャリティーコンサート実行委員会よりいただき

ましたご寄附によりまして、児童図書等の購入に要する経費とまほろばホールの施設

管理といたしまして、建築・機械・電気設備の改修計画と中期修繕計画策定のための

業務委託を特定防衛施設周辺整備調整交付金を充当して実施したく所要額を追加措置

するものでございます。 

      以上が歳出の主な概要でございますが、これらの経費に充てます財源といたしまし

ては、国庫支出金の特定防衛施設周辺整備調整交付金につきまして、当初予算措置分

への増額追加をいたすものであり、また、臨時福祉給付金、年金生活者等支援臨時福

祉給付金の２つの給付金に係ります事業費と事務費の国庫補助金と個人番号カード交

付事業費国庫補助金を追加し、社会資本整備総合交付金につきましては、内示額によ

り減額いたすものであります。 

      県支出金につきましては、農林水産業費の事業の変更並びに追加決定によります補

助金の追加措置、参議院議員選挙執行費の歳出の見合いによります委託金の追加措置

を行い、繰入金につきましては、財産区地域振興費に要します経費を財産区特別会計

より繰り入れし、その他寄附金、自治総合センターコミュニティ助成金、精算金によ

る収入のほかに、平成27年度からの繰越金により財源調整を行い措置いたすものでご

ざいます。 

      また、債務負担行為の追加といたしまして、もみじケ丘児童館と仮称南部コミュニ

ティセンター内児童館の運営業務につきまして、本年度内に早期に受託者を決定し、

開館運営に備えたく、債務負担行為の追加をお願いするものでございます。 

      次に、特別会計についてでありますが、議案第50号宮床財産区特別会計補正予算に

つきましては、歳入歳出ともに918万6,000円を追加するものでございます。 

      議案第51号につきましては、下水道事業特別会計におきまして、歳入歳出ともに

900万円を追加措置するものございます。 
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      諮問第１号につきましては、本年９月末日に任期満了を迎えます人権擁護委員の推

薦につきまして、議会のご意見を求めるものでございます。 

      以上が今回提出しております議案の概要でございますが、何とぞ慎重にご審議をい

ただきまして、ご可決を賜りますようお願い申し上げてご挨拶とさせていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

                                            

         日程第４「一般質問」 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      日程第４、一般質問を行います。 

      順番に発言を許します。 

      ８番千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      皆さん、おはようございます。 

      早速、１件目から一般質問させていただきます。 

      １、税の町外流出を防げ。 

      企業誘致等により、人口増加、町税収入増加等の効果が表れている。しかし、町税

をさらに効果的に増加するために、税の町外流出を防ぐ必要が不可欠である。 

      １、町外職員の給与年間総額（期末手当を含む）、交通費年間総額（町外職員）、

これらからの諸手当に関しては全て町外職員ということで読ませていただきます。住

宅手当年間総額、扶養者手当年間総額は、２、上記からは住民税を徴収できない。町

外比率を下げかつ町外職員の諸手当を廃止すべきでは。３、随意契約を町内企業に限

定、より随意契約をふやし活性化を図るべきでは。以上３要旨の町長の考えをお伺い

します。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますけれども、初めに、町外職員の給与年間

総額等でございますが、平成27年度において、職員190名、一般職員185名、再任用４
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名、時間短縮再任用１名でございますが、比率は町内が60.5％、町外が39.5％という

現状でございます。給料につきましては、年間総額６億502万1,000円のうち２億

1,895万9,000円、36.2％が町外職員へ支給されたものです。手当につきましては、年

間総額３億1,319万7,000円のうち１億1,793万4,000円、37.7％が町外職員に支給され

たものでございます。 

      さらに、手当を種類別に説明いたしますと、交通費、通勤手当に当たりますが、年

間総額981万4,000円のうち618万4,000円、63.0％。住宅住居手当年間総額956万2,000

円のうち472万7,000円、49.4％。扶養手当年間総額は1,336万5,000円のうち386万

2,000円、28.9％が町外職員に対して支給されております。 

      次に、町外職員から住民税を徴収できない。町外比率を下げかつ町外職員の諸手当

を廃止すべきではのご意見でございますが、新採用職員も含めまして、町外在住職員

につきましては、災害時等の対応から、可能な限り町内への居住をお願いしていると

ころでございますが、さまざまな事情により町外在住職員の比率は年々増加傾向にご

ざいます。地方公務員法第24条第３項、給与、勤務時間、その他の勤務条件の根本基

準でございますが、この中で、職員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の

職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮して定めなければならない

となっておりまして、本町を初め県内の市町村の職員の給与等は国に準じて条例を定

め支給しているところでございます。本町が町外職員の諸手当を廃止する対策を講ず

れば、近隣市町村へ与える影響も大きいことから大変難しいと考えております。引き

続き、町外在住職員に対しましては、町内への居住を促してまいりたいと思っており

ます。 

      次に、随意契約を町内企業に限定して、より随意契約をふやし活性化をとのご質問

についてでございますが、地方公共団体が売買、貸借、請負、その他の契約を行う場

合には、地方自治法第234条第１項の規定によりまして、一般競争入札、指名競争入

札、随意契約、または競り売りの方法により締結するものとされておるところでござ

います。また、同条第２項の規定によりまして、指名競争入札、随意契約、または競

り売りにつきましては、政令に定める場合に該当するときに限り例外的にこれによる

ことができるとされておりまして、地方自治法施行令第165条では、指名競争入札に

ついて、工事又は製造の請負、物件の売買、その他の契約で、その性質又は目的が一

般競争入札に適していないものをするときが定められておりまして、第167条の２で

は、随意契約ができる場合がその各号で定められておりまして、第１項第１号では、

売買、貸借、請負、その他の契約で、その予定価格が別表第５の契約の種類及び金額



１５ 

の範囲内で規定を定める額を超えないときと定められております。この別表第５です

が、市町村の場合は工事費は130万円、財産の買い入れにつきましては80万円など、

全６種類についてそれぞれ金額の範囲が定めてありまして、この金額は大和町財務規

則第102条におきまして、随意契約のできる限度額としまして、地方自治法施行令第

162の２第１項の別表第５と同額の定めがされているところでございます。 

      以上の法令案、条例、規則の定めに基づいて、一般競争入札の原則によった場合、

調達の準備に多くの作業や時間が必要となり、結果といたしまして当初の目的が達成

できなくなるなどの弊害が生じることがあり得る場合などに、例外方式を適用して指

名競争入札や随意契約によりまして調達行為等を行っておるところでございます。 

      随意契約につきましては、指名参加願いや営業行為等により、取扱品目等を確認し

て、町内企業が取り扱っている品目につきましては、原則といたしまして町内企業を

対象に見積書の提出を依頼することとして、予算編成説明会で徹底するように指示を

し、施工伺いの段階でも指導しておるところでございます。しかしながら、取扱品目

や業務内容等によっては町外企業に見積もりを依頼せざるを得ないこともございます。 

      また、指名競争入札につきましても、町内企業が受注できる案件は大和町契約業者

指名委員会におきまして、町内企業を貢献度等に配慮して選定することとし、入札に

よる自由競争を経て落札者である受注業者を決定しているところでございます。 

      随意契約につきましても、同等の取り扱いとしまして、各課等に対しまして、地元

企業に見積書の提出を依頼するよう指導してまいります。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      ただいまの町長の答弁の中に、町外職員の比率が39.5％、それで、給料の比率が

36.2％という答えがありました。現在町外の方というのは、多くはまだ若手職員と言

われる職員であると私は思っておりますが、その職員の方々が、いずれ中堅、または

管理職になっていくことを考慮した場合、やはり早急な何かしらの対策が必要かと私

は感じておりますが、町長の考えをお聞かせください。 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      ４割近くが町外ということでございます。先ほども回答したのですが、やはりいろ

いろ災害時とか、そういった場合には、近くにいて至急対応がとれるようなというこ

とは必要だと考えております。そういうことで、職員にもそういったことを踏まえた

中で、できるだけ町内に住んでもらうような、そういったお願いはもちろんしている

ところでございまして、これをもっと徹底していきたいと思っております。具体的に

というものにつきましては、なかなか手当の問題につきましては、先ほど申しました

とおり、非常に難しい課題もございます。職員に大和町の職員であるという自覚をし

っかり持ってもらって、そのためにはどういうことをしたらいいのか、そういったこ

とをいろいろ考えてもらうように指導してまいりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      私が聞くところによりますと、入社試験といったらいいのかどうかわかりませんけ

れども、会社じゃないので。そういった面接のときに、町長から面接に来られた方に、

大和町の職員になった場合大和町内にお住になられますかというような質問があると

聞いております。そういった中で、ほとんどの方が住みますと言っているような状況

等も人伝いに聞いておりますが、そういった状況はございますか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      前も、採用につきましては、おっしゃるとおり、県内だけではなくて、県外からも

応募される方が大勢おいででございます。その際には、確認というわけではないんで

すが、そのとおり、大和町に住みますかという話はさせてもらっておりますし、その

段階で皆さん大和町に住みますということをおっしゃいます。ただ、すぐ近くに、例

えば仙台の泉とかにご両親と住んでおられるとか、そういった方については、そうで

はない場合もありますけれども、一般的にそういった質問をした場合には、町内に住

んで頑張りますというお話は、そのときはいただきます。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      そういった正直でいる方、例えば住む予定はないという方がいたとしたならば、そ

ういった人の印象が悪くなって残念ながら入社の運びにならなかった人がいるならば、

そういった人たちに対しては大変申しわけない結果に終わっているんじゃないかと思

います。私も、この一般質問をするに当たって、もちろん文章の関係もありましたか

ら町外職員全員の対象にはしておりますが、もちろん町長が言われます両親のもとで

住んでいるという方は対象外でいいと思います。ただし、県外から、または遠隔地か

ら大和町の職員になるために転居した職員の方、または人生の転機で独立されたとか

そういった方がなぜ大和町に住めないのか。自分の働いている町なんですよという観

点からすると、私には全く理解できない。例えばいろいろな事情でとあるんですけれ

ども、いろいろな事情で認められる事情というのはどんな状況でしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      逆に認められないということもなかなか難しいところがあるんですが、会社に入っ

た方につきましては、ほとんど大和町内にお住まいいただいております。よくあるケ

ースとしまして、結婚をされて、奥さんの勤め先の問題とか、そういったケースで町

外、どちらにも通いやすい距離といいますか、そういったケースはあるようでござい

ます。それが全ての例ではございませんが、結婚を契機にということが結構多いでし

ょうか。あるいは……そういうことですかね。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      町長も答えづらいところがあったというところで、私が言っていることは理解して
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いただいているとは感じておりますので、引き続きどうして住めないのか、あなたが

働いている町だということを強く伝えて、またそういった諸手当の申請書が出た場合、

課長、または所管の方、またはもちろん町長が指導すべきと考えております。 

      例えば、北部工業団地にある車の製造会社は、ちょっと住居とは別なんですけれど

も、自社製品に乗っていない方には交通費が出ておりません。これは、従業員からお

話があって確認はとっているところでございます。大和町は、そういった物はつくっ

ておりませんが、大和町自体が自分たちがつくっている製品だということを考えれば、

やはり住むべきです。そのほかの選択肢は私はあり得ないと思っております。そうい

った中で、町長の、または所属課長の強いリーダーシップが必要かと感じております

が、再度答弁をお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      自分の町に愛着を持ってもらって、そしてまちづくりをするということは非常に大

切だと思っております。また、我々が企業に来てもらうときにも、大和町に住んでく

ださいというお願いもして住んでもらっている経緯もございます。そういったことを

考えた場合に、町に愛着を持って、自社製品ではないですが、自社の町で生活をして

いる中で、その町をもっとよくしようということ、そういった気持ちを強く持って取

り組んでもらうということは非常に大切なことだと思っておりますので、努力してま

いりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      これは言葉尻で大変申しわけないんですけれども、３ページにこういった表現が使

われております。近隣市町村へ与える影響も大きいことから大変難しいという考えだ

ということなんですが、法的には問題がないという解釈でよろしいでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      法的にと言いますか、このことにつきましては、その前段にありますとおり、職員

の給与につきましては、生計費並びに国及び地方の団体の職員並びに民間事業の従業

者云々とあります。ですから、レベルのあれだと思います。例えば、これはマイナス

にするのではないのですが、自分の町に住んでもらったときに住居費をプラスすると

いう条例をつくっている市町もあるようです。ですから、その範囲だと思うんです。

常識の範囲といいますか。まるっきりだめだということではなくて。ただ、極端にゼ

ロにするとか、そうした場合には、先ほど言いました公務員法24条に違反しますので

そこまではできないと思いますが、その許容の範囲があると思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      それでは、段階的に範囲から始めたらよろしいと私は考えを持っています。町長も

推進されております３世代同居ということをうたわれていますね。やはり、役場とい

うのは跡取りの方が残られる雇用であったはずなんです。それで、いろんな公務員人

気とか安定とかそういった志向の方々がいろんな町から採用試験を受けられ、それで

入った結果が今の状況になったと思いますが、やはり町がそういった雇用をつくって

あげて、その中で立地奨励金をお渡ししている企業にも、町でもやっているからどう

ぞ従業員の方の何割かは町内の方にお願いしますということを初めて言える立場にな

ると思うので。やはりこういった効果があるんだということを、災害などというよう

な理由じゃなくて、そういった観点から皆さんは見られているんだよということをも

っともっと職員に対して指導すべきかと私は感じておりますが、突然言われた中で、

町長、考えがまとまっていないかと思いますが、やはりこういった面からも、職員に

定住とか町内の居住をお願いすべきかと思うんですけれども、さらに答弁をお願いし

ます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      先ほども申しましたが、我々が企業の誘致をやった場合に、こちらに工場をつくっ

てくださいというのと同時に大和町に住んでくださいというお願いもしておるところ

でございます。そのためにいろいろ施策もやっている中でありますし、遠方から来ら

れて大和町に住んでもらうようにお願いもしているところでございますので、そうい

うことを考えれば、当然大和町に住んでもらうということは、ほかにお願いしている

以上自分たちもということは、基本はそこにあると思っています。いろんな事情があ

るということではありますけれども、そういった気持ちをしっかり持っていけるよう

に、また指導してまいりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      以前は、こういった一般質問に出るときに、町外比率を下げるべきという一般質問

に対してよく理由にしたものとしては、憲法22条の規定があるためにできないという

ことを言われていた答弁が多かった。そういった中で、今回はそういったものを使っ

てこなかったのは、私は一歩前進したと思っております。自分の再質問の中には、憲

法22条の件を出してきたらこういう発言をしておこうというものを準備した経緯はあ

ったんですが、できませんでした。でも一歩進んだと思って理解しております。 

      随意契約のほうに移っていきますが、予算編成説明会で徹底するよう指示している

ということですが、やはり町内の企業が町で随意契約をやってくれるんだという意識

がまだ徹底されていないという状況ですので、多分品薄になったり業務内容を狭めた

りしている可能性が高いと私は感じておりますが、町では町内に多くの随意契約をや

る考えがあるということを町内の業者には周知徹底されておりますか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      契約について、町内の業者にということですが、町内の業者に対してそういった周
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知徹底という形でのあれはやっておりません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      町の考えとして、随意契約は多くの町内の業者が使われるんだというものが周知徹

底できてきたならば、やはり町内の業者も品ぞろえを多くしたり業務の範囲をふやし

たりする可能性大と考えておりますので、やはりそういった周知の方法、または周知

をすべきということもしていく必要があると感じておりますので、ぜひよろしくお願

いします。 

      それでは、２件目の質問に入らせていただきます。 

      北部工業団地周辺の町道整備を。 

      北部工業団地周辺の県道は徐々にではあるが整備が進み、課題はあるものの渋滞は

多少緩和してきている。一方、町道は整備がおくれ、桧和田上ではわだちが多く、少

量の降雨でも広範囲にわたり水がたまり運転に支障を生じかねない。また、松坂では

朝夕の通勤時、交通量が多く、幅員が狭くかつカーブも多いため、通学児童の安全を

確保するためにも整備を早急に実施すべきと考える。町長の考えをお伺いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますが、初めに桧和田上地区町道のわだちに

ついてでございますが、この路線は町道桧和田本線と推察いたします。本路線につき

ましては、平成７年度から国の補助事業によりまして、歩道設置事業を実施した道路

でございます。当時の路線の整備手法といたしましては、沿線の宅地や建物等に配慮

いたしまして、既存の車道路面を歩道として活用しながら新たに車道となる部分を北

側へ拡幅して、既存の路面とあわせて整備をしたものでございます。しかしながら、

年月の経過によりまして、従前の舗装面と新設舗装面との接合箇所におきまして、路

面の凹凸によりたまり水ができる箇所が発生している状況にございますので、この現

状を注視しながら必要な措置を講じてまいりたいと考えております。 
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      次に、松坂地区の町道につきましては、町道松坂法恩寺線と推察いたしております

が、本路線につきましては、本路線への車両通行量の増加の主たる要因といたしまし

て、相川地区の県道大和幡谷線と県道仙台三本木線の交差点において、通勤時等の右

折車両の増加による交通混雑を回避するために町道への流入車両がふえているもので

はないかと思っています。そのために、既存の道路線形を生かしながら、路面排水処

理の向上と道路空間の拡幅効果を目的に、既設土側溝をＵ字溝に入れかえる等の整備

を行っているところでございます。そんな中、かねてより要望しておりました当該交

差点部分の改良整備のうち、県道仙台三本木線への右折レーンを付加する交差点改良

事業が昨年度完成したところでございまして、通行車両の渋滞が緩和されたものと思

います。また、県道大和幡谷線につきましても、交差点改良を引き続き県に要望して

まいりたいとも考えております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      町長の答弁にあったとおり、私が指摘したのは町道桧和田本線です。そういった中

で、やはり北部工業団地または大崎方面に抜けていく車が、今はこの道路を利用する

人が多くなってきております。そういった中で、朝の段階では貨物車両の通行禁止と

かそういった手段は講じられてはおりますが、日中はどんな車でもお構いなしに通っ

ている状況でございます。そういった中、ご存じのように、町道の基準を満たす道路

でつくった道路ですから、やはり多くのわだちがあり、運転に支障をきたしていると

ころです。また、上下水道との関係で、どうしても道路が落ちている箇所がございま

すので、やはり答弁を見ますと、状況を見ながら対応いただくとは書いてありますけ

れども、そういったものをもう何度か繰り返しやってきている状況でございますので、

もうちょっと抜本的な整備が必要かと感じておりますが、町長、お考えを聞かせてく

ださい。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      抜本的なということでございますが、抜本的まではなかなか大変なことが現実だと

思っております。道路整備につきましては、そのとおり、いろいろ課題があるところ

がありまして、上下水道の工事の関係で差ができるとか、そういうものが桧和田本線

に限らずそういう状況が出るケースもございます。抜本的にすべてを直すということ

ももちろん大事なことでございますが、なかなかいっぺんにできないということを申

し上げましたので。優先順位をつけて今やっております。したがいまして、その順番

になるまでの間は、抜本的なということではなくその都度の対応になりますけれども、

交通安全というのは大切なことでございますので、先ほども言いましたけれども、現

状の状況を常に把握、視察しながら対応してまいりたいと考えております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      次に、松坂地区の町道のことでございますが、私の一般質問の中にも渋滞が緩和さ

れてきた。これは、あくまでも落合小学校の相川の交差点の状況をみると、渋滞は緩

和されているとは思います。理由はいろいろあるかと思いますが、やはり昨年の右折

ラインの延長というのは大きいかと思います。ただし、私も確認しない中でちょっと

無責任な発言なんですが、相川の下の状況は変わった状況の中で、松坂に行く道路は

どうかということはちょっと確認しないんですが、昨年の状況ですとかなり多くて、

やはり回り道をする方の習性として急ぐということもあって、２年くらい前に身洗川

のところの法恩寺松坂に向かう道路、ちょうど坂のところで正面衝突した事故があり

まして、幸運にも死亡事故には至らなかったんですが、それを初め、やはり側溝に落

ちたとか田んぼに落ちたとかというような事故は多発している状況です。また、整備

はしておりますという状況ではありますが、一部には側溝にふたもかかっていないと

ころもございますので、やはりそういったものも再度点検していただいた中で、もう

一度考えていただければという状況でございます。やはり、どうしても交通指導のと

き感じたのは、その地区の児童の方、送り迎えがほとんどです。聞いてみると、やは

りそういった車が多い中で通学させるのには不安だという声もいただいておりますの

で、やはりそういったものを考慮していかなくちゃいけないのが町の立場でございま

すので、そういったものを再度答弁の中で踏まえましてお考えを聞かせていただきた

いところです。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今の道路につきましては、そのとおり、要するに迂回路という形で皆さんいろいろ

道路を探されて通っております。この道路につきましても、先ほど言いましたとおり、

側溝とかを入れてはやっておるんですが、一部抜けているというところで、その辺は

確認をしたいと思っております。あそこもそれ以上のことがなかなかできない道路で

ございますので、できないというか、幅とかそういったもので、課題はあると思って

おります。ただ、中学校のところは企業にお願いをしてあちらは通らないようにとい

うご協力をもらっており、大分減っていると聞いております。ただ、幡谷線の右折レ

ーンが、三本木線のほうからの右折はできたんですが、今度は幡谷からの北に上る右

折について多分渋滞があるということで、そちらに回られるということも考えられま

すので、先ほども言いましたけれども、県のほうにこの辺の右折レーンについて、ま

たこちらについてもお願いをしていかなければいけないと思っておりますし、道路に

つきましては、そのとおり、先ほどの松坂線につきましても確認をしながら、できる

部分について安全を確保する対策を講じてまいりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      やはり町民は、放っておかれているわけじゃないというものがまず必要なんです。

町も監視しながらいろいろな方策を考えているよという姿を見せれば、町民の方も安

心していけるんじゃないかと感じておりますので、そういった町の町民の方々に、や

っていますという姿を見せていただきたいと思います。以上２件目を終わります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂議員、３件目に入る前にちょっと途中ですけれども休憩させていただきます。 

      それでは、暫時休憩します。休憩の時間は10分間といたします。 
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         午前１１時０２分  休 憩 

         午前１１時１２分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ８番千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      ３件目の一般質問に入ります。 

      有名私立大学の付属校の誘致を。 

      平成14年度から立地奨励金交付等の事業で企業誘致を重点に町の活性化を推進して

きたが、有名私立大学の付属小・中・高の誘致の計画や申し出での実績はなかったか。

町内の児童・生徒の競争心が芽生える、交通網整備の起爆剤になる、町を好きになっ

た方が職員になり定住する、知名度が上がる等効果は大きい。長期計画として考慮し

ては。町長の考えを伺います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、有名私立高校等の誘致の質問でございました。近年の少子化に伴います

生徒減少から、一部の有名大学では付属高校等を中央都市に展開する動きがございま

す。こうした有名私立大学の動きは、新たな教育機関の誘致による教育の活性化が図

られるとともに人材の集積にもつながり、自治体の戦略のひとつとして考えられます。

付属校等の誘致の効果は、全国的に有名な私立大学のブランド力を生かして県内や近

隣県、また首都圏からの優秀な生徒の集積にもつながり、また首都圏からの転勤に当

たっては、子供の教育の受け皿として認知されることで、家族単位での新たな転任に

つながるものと考えることができます。半面、高校卒業時の大学進学時点では多くの

生徒は系列大学へ進学し、県外へ転出することが想定されますので、人口の集積の点

では限定的な効果にとどまることになるとも考えられます。町の南部には、県立宮城

大学が開校しておりまして、県立図書館等が集積するなど、本件の代表する文教地区
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の一つでございまして、緑の自然環境と調和した文教地区が形成されております。総

合計画におきましても、宮城大学を生かした周辺整備の推進と位置づけておりますが、

現時点では有名私立大学からの設立に向けた具体的な申し出はない状況にあります。

誘致に当たりましては、校舎敷地やグラウンドなどの広大な学校用地の確保など、さ

まざまな課題があるとも考えておるところでございます。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      今、町長の答弁の中に、反面というくだりの部分で、人口集積の点では限定的な効

果にとどまる。これは、付属高校を卒業した方々が県外の大学に入るからという理由

で上げておりましたが、この計画を進めるに当たって、人口増加の効果はないと私も

考えております。効果的にあらわれるのは、やはり町の知名度だったり、交通網整備

の起爆剤になったり、やっぱり多くは児童・生徒の競争心の芽生え、そういったもの

にあります。やはりこういった中で、デメリットは強調されておりますが、今はゼロ

の状態でございますから、土地を探したりそういった面でなかなか大変だということ

でございますが、やはりそういったものを乗り越えてこそまちづくりというものはあ

る中で、今、映画「殿、利息でござる」というのは、そのとき発想した人間は「え、

そんなこと」というふうに当然思われたはずです。それを、「できない」を「でき

る」に変えた精神の映画だと私は感じておりますが、やはりこういった先人がいる中

で、その映画が全国的にヒットして、今だからこそ大和町の職員ができないをできる

に変えていくときだと感じておりますが、町長の考えをお聞かせください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      できないをできるにということですけれども、そのとおりだと思います。職員に今

言っているのは、できない理由を探すなと。できる理由を探せと。できる方法を探せ

というふうに指導もしております。そのとおり、そういった考え方は基本的に大変大

切だと思っておりまして、往々にしてできない理由で考えてやらないというケースが
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ありますので、そういったことがないようにということが積極的な考えといいますか、

そういった基本的な考えは持っておるところでございます。「反面」という言い方は、

言い方がちょっとあれだったかもしれませんけれども、これはデメリットもあるとい

うことですので、ご理解をいただきたいと思います。 

      大和町には、以前にウルスラ学園とか、あるいは南光学園が土地を求められておら

れた経緯がございました。子供たちの数が減ったということがあって、南光学園など

はアメリカンスクールだったですかね、構想としてあったのは。なかなかできないと

いう状況もあるということで。今、ある面ではそういった子供たちが減っているとい

う状況の中で、高校がもう一つの考え方として出てくると。相反する所があるとは思

っていますけれども、そういった状況で、以前からそういった申し出があったわけで

はないんですが、そういった動きはあったということで、今とまっている現実もある

ということも見なければいけないと思っております。 

      できないこと、できることということの考え方につきましては、先ほど申しました

とおり、そのとおりの考え方で進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      千坂裕春君。 

 

８  番 （千坂裕春君） 

      町の南部には住所が学苑という住所もありますね。そういった中で、学園都市の整

備が私からするとまだ中途半端。中途半端という言葉が適切じゃないかもしれません

けれども、まだまだ学園都市というもののまちづくりができると感じております。で

も、その中で、町長の答弁の中に、できないをできるに変える、できない理由を述べ

るなという指導をしておりますという力強い発言、考えをお聞かせいただきました。

以前にないほど私は「あ、町長やる気があるな」というものを感じておりますので、

これ以上突っ込む必要はないと思います。私もこの計画自体はかなり長期的なものが

必要だという考えを持っている中で、そういった意味では質問に出した意味があった

と十分手ごたえを感じましたので、３件目の一般質問は終わって、全ての一般質問を

終わります。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で千坂裕春君の一般質問を終わります。 
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      次に、14番髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      それでは、中心市街地の再開発についてお尋ねをいたします。 

      吉岡地区は中町・下町・上町を核として中心市街地が形成されております。しかし、

周辺の宅地開発や郊外への大型店の立地、あるいは少子高齢化の急速な進展により中

心市街地の活力は著しく低下しております。 

      中心市街地の活性化は、単に商店街を活性化することではないと思います。町全体

のコンパクトなまちづくりを進めるマスタープランのもと、居住、公益施設、交通な

ど５つの要素を中心に、生活拠点として総合的に中心市街地のまちづくりを進めるこ

とだと考えます。そのためには、ビジョンによって将来像を共有し、プログラムによ

って戦略的に取り組むことが必要なのではないでしょうか。 

      そして、中心市街地を持続可能なまちとするために、都市空間の管理運営、土地の

合理的活用、地域固有の価値の創出、地域経済循環の構築、市民・民間の参画、５つ

の視点を持つことが大切になります。具体には、町なか居住の推進、市街地の整備改

善、商業地等の活性化、都市福利施設の整備、これらを基本とした中心市街地活性化

を目指すことが肝要であります。当該地区は高田中町線が存在し、昭和48年１月に都

市計画道路に位置づけられ、後に２回の変更を経て昭和62年８月に現在の計画決定が

なされております。しかし、事業着手がなされていない現状をこれ以上看過すること

はできません。本線の重要性を再認識し、中心市街地再生の切り札として取り組む必

要があります。同路線の県道への引き上げ、終点と接する下町線の拡幅、ひだまりの

丘北側でとまっている道路の下町線までの延伸、中町・下町・上町商店街への誘客や

隣接する文教地区、児童館、保育所、小学校、中学校等の特性を最大限に活用した公

共施設の配置など、前述の基本項目を踏まえた中心市街地の再開発を推進するべきと

考えるわけでありますが、所見をお尋ねします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますけれども、都市計画道路高田中町線は、

仙台北部中核都市構想における、タウンセンターを担う吉岡中心市街地と向陽団地群、
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松坂地区、奥田地区を結ぶ道路として位置づけられ、仙台北部中核都市の骨格を形成

する都市計画道路とともに昭和48年１月に仙塩広域都市計画道路の変更とあわせて本

路線の都市計画決定を行ったものでございます。その後、土地区画整理事業などの周

囲の都市計画事業の事業化に合わせ交差点形状の変更を行い、昭和62年８月に変更決

定を行い現在に至っております。本路線は昭和61年から都市計画街路事業によりまし

て、町道吉岡吉田線から県道升沢吉岡線までを、その後、昭和63年から大和町吉岡南

土地区画整理事業により１級河川洞堀川まで、さらに大和町吉岡南第２土地区画整理

事業により、本路線の起点であります吉田落合線までが整備されているところです。

しかし、その以北の区間につきましては、計画決定から40年余り具体的な整備が進ん

でいない現状となっております。本路線の整備延伸に当たりましては、中町商店街の

半数以上の店舗が移転の対象となることから、道路事業単独での整備が困難なことや、

国道４号線との立体交差、平面交差の選択が難しく、長期においてその選択を保留し

てきたことがその要因の一つであると考えております。 

      このような状況を踏まえまして、過去におきまして面的な整備事業を取り込み整備

計画の策定を行った経緯はございましたが、実施までには至らなかったところでござ

います。 

      本計画路線の整備延伸を考慮した場合、中心市街地の整備が大きな課題となります

ので、その整備を検討する上では住民と一体となったまちづくりも含め、その整備手

法についての研究を重ねる必要があると考えております。 

      また、本路線の県道昇格につきましては、管理者であります宮城県との協議が前提

となりますが、本路線の延伸整備を考えたときにはその可能性を検討する必要がある

と考えております。 

      下町地区の町道中町下町線の拡幅とひだまりの丘東側町道道下線の下町までの延伸

につきましては、今後のまちづくりの課題と捉えております。 

      なお、昨年度、大和町第四次総合計画が前期計画期間の終年を迎えましたことから、

計画期間の中間地点での見直しを行ったところでございますが、見直しを行うに当た

っては、吉岡商店街を中心とした既成市街地の活性化を主要な課題の一つとして捉え、

計画の見直しを進めたところでございます。その見直しの中で、空き店舗の活用を図

り、既存商店街の再生を図る新たな取り組みといたしまして、空き店舗の取得や改修

費用に対する助成制度の創設を盛り込んだところであります。面的な整備には多くの

時間と費用が必要となりますことから、まずは中心市街地の活性化を図る先行的な取

り組みとして進めてまいりたいと考えております。以上です。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      それでは、お尋ねします。 

      今回、私の質問の趣旨として、上町・中町・下町を大和町の中心市街地の核として

捉えているという私の考え方を示しているわけでありますが、町としてこの地区を大

和町の既存の市街地の中で核として捉えている認識があるかどうかお尋ねします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      上町・中町・下町につきましては、これまでの商店街の中心商店街という位置づけ

でございますし、マスタープランの中でもにぎわいゾーンという言い方ではございま

すけれども、そういった捉え方でございますので、核という考え方でよろしいと思い

ます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      それでは、共通の認識のもとでお尋ねしますが、この中心市街地の現状を率直にど

のようにお考えでしょうか。先ほどのにぎわいゾーンだとか、さまざまな計画の中で

はそういう位置づけをしているけれども、現状はどういう認識でおられますか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      現状、商店街につきましては、残念ながら非常に厳しい状況になっていると考えて
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おります。商店がかなり閉まっている部分もございますし、後継者の問題もございま

す。そういったことで、非常に厳しい環境ではありますけれども、それぞれの個店に

つきましては皆さん頑張っておられる。特に映画関係のことでお客さんも来られてお

りますので活気も出ている。こういったチャンスを次につなげるということが非常に

大事だと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      現状は厳しいという認識でいらっしゃるということですが、それでは、その厳しい

原因は一体何なのか。これは、例えば大和町特有の理由もあるんだろうと思いますが、

私が掲げたような分散型の新たな市街地の形成によることやら、大型店の出店やら

等々、そういうものが原因になっているという一例として申し上げましたけれども、

町としての捉え方をお聞かせいただきます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今おっしゃったような原因というふうに考えております。大和町特有というよりも、

吉岡特有というよりも、商店街全般の一般的なモータリゼーションの問題とか、ある

いは郊外型のまちづくり、大型店が郊外に出てきたとか、あとはそういった大型ショ

ッピングセンターによって１カ所で買い物ができるような状況とか、そういったこと

があってと考えております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      少し論点がずれていっておりますので、改めて修正させてください。私が今回質問

させていただいている要旨には、商店街という考え方ではなくて、核となる市街地の
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再開発ということをテーマにしてやっております。その中の一つは確かに中心商店街

もあると思います。今回のやりとりについては、そういう認識を改めてお持ちいただ

いて、その中の様相の一つとしてということで商店街の話もさせていただきます。 

      原因は、大和町のみならずさまざまな全国各地で起こっておるような現象が大和町

にも押し寄せているという認識だということだと思いますが、そんな中で、先ほど質

問の中にもさせていただきましたけれども、大和町の都市計画の中に中心商店街に大

きく重要にかかわっている道路の位置づけがあるわけでありますが、このことについ

て、ご答弁の中にもありましたけれども、計画決定から40年にわたって結果として進

んでいないと。具体的に言うと、なべやさんの角から南側については、区画整理組合

だとかの連携によって新たな部分についてはできているけれども、その北側の400メ

ートル強については一切手をつけられない状況にあるという現状を踏まえて、この都

市計画とは一体何なんだということをこの際、都市計画についてどういう位置づけ…

…。一般論ですよ、大和町の云々じゃなくて。都市計画とは一体何なんだということ

を改めてお伺いさせてください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      都市計画の一般的な考え方ということでございますが、都市計画につきましては、

その町の将来につきまして、どういった環境をつくるかということだと思っています。

先ほどお話がありましたけれども、ビジョンのもとに進むということでございますけ

れども、大和町のビジョンと言った場合には、前に基本方針の中であったと思ってお

もっておりますけれども、さわやかな緑に包まれた町とかそういったものがあって、

そういったものを目指してのまちづくり。都市計画というものはその土台となるもの

だと思います。それは、時代時代でそのままずっと続くものではなくて、やはり時代

に合わせた見直しも必要にはなってくるんだと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 
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      その中で、中心市街地の位置づけ、そしてこの高田中町線については主要街路とい

う位置づけを40年以上も前に示したわけであります。どこから見ても非常に大切な道

路なんだという認識で私は考えますけれども、改めて町としても現在もそういう考え

方の道路なのか。あるいは当時はどういう考え方で都市計画道路として計画決定され

たのか教えてください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      位置づけとしては重要な道路の位置づけにはなっていることは事実だと思っており

ます。当時、昭和60年とかそういった時代の考え方につきましては、私もその当時携

わっておりませんので、憶測といいますか考えですが、北部工業団地が造成されてお

りまして、北部工業団地と町を結ぶ道路という位置づけであったと考えます。そのこ

とで、仙台方面から来た方々が町を通って北部道路に真っすぐ抜けていくという路線

で、中心的な路線という考え方をやったと思っておりまして、そのための路線である

と思います。これは多分憶測ということでございますので。現在はどうなんだという

お話でございますけれども、これを考えたときに、確かにその路線は動線としては非

常にいい動線になるんだろうなと私は思います。つながっていけば。ただ、その動線

がつながったことによって、にぎわいゾーンなり中心市街地というものがそのまま生

きてくるかということについては、いろんな考え方が出てくるのではないか。といい

ますのは、言ってみれば通過道路といいますか、以前にいろいろなまちづくりがござ

いまして、道路を拡幅して町並みもそろえて、そして住民の方々に使いやすい、ある

いは憩える場所という考え方で進めた時代も確かにあったと思っております。そうい

ったことが必ずしも成功しているわけでもない部分もありますので、そういったこと

から考えた場合に、動線としては確かに間違いなくいい動線だなと思いますが、これ

がさっき言った中心市街地というものの形成についた場合にどういった役割になって

くるか。それについては、今時代が少し変わっている気がしないでもありません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 
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１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      今の最後の部分については、私の意見との違いがあるところなので、この後ちょっ

と議論をさせてください。 

      そういう位置づけの中で、都市計画道路については当時から位置づけられたという

ことを再確認したわけですが、ここに答弁書をいただいた中に、これまで困難なこと

がいっぱいあったから結果としては40年の年月を暮らしてきてしまったんだという一

例を挙げていただいておりますけれども、ここにある理由というのは理由にならない

ことをあえて述べていただいているとしかとれません。というのは、商店街の半数が

移転する、あるいは立体交差とか平面交差の検討をし続けた要因だということがあり

ますけれども、これは計画する以前の段階から決まっていたことであって、これを改

めて計画決定した後に40年もかけてこういうことがありましたというようなことには

残念ながらならないし、もしこれを本当に考えていらっしゃるんだとすれば、それは

その40年間を返してくれというような思いにもなってしまうというふうに思います。 

      そこで、この都市計画道路決定に当たって、その地域の半数が移転が必要なくらい

の大きな事業なわけですが、仮にそういう計画内に入った人たちにとって不利益、制

限、そういったものがこの40年間あったのかないのか、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      中町地区の方について不利益があったのかということですか。現状であったかどう

かといえばそれは特別……。移動することによってですね。その移動によっての不利

益といいますか、ご負担といいますか、そういったことは出てくるんだというふうに

思いますが、この40年間で不利益……。ちょっと難しいと思いますが、不利益という

ことはなかったのではないかと考えますが。済みません、質問の意味がちょっと。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 
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      言ってみれば、個人所有の土地に町が勝手に線を引いて、ここは都市計画道路用地

としてこういう計画を持っていますということを40年前に決めたわけですよね。その

ことによって、その人たちが、仮にそれが実行するといった場合には当然移転だとか、

あるいはセットバックというんですか、要するに道路を広げるためにはおたくは何メ

ートル下がりなさいよだとか、家を移転しなさいよだとか、そういうことを当然求め

られるわけですよね。そういうことを考えた上で計画というものは当然なされること

だろうし、それを私権として本来所有権が自分のものであればその利用法については

自由に活用できるものが、あるいは新築、建てかえした場合には、もともと下がりな

さいだとか、そういうことがその人たちにとって影響がなかったのかということをお

伺いしているんですけれども。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      建てかえという場合にはセットバックといいますか、ある程度下がってという規制

があると聞いております。ただ、アパートとか、このごろ建っている方がありますが、

そういった方は下がった形になっている。あと、新たに土地を建てかえを実際やった

という方々については、あの当時はまだなかったと。店をやったというのはなかった

と思っておりますので、そういうふうに実際移動するとした場合には、そういったお

願いはあったと思いますが、現実的にそういう形で影響を受けるがために何もしなか

ったというのは、私は直接は聞いておりません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      今言ったように、具体的にもう建てかえをしているお宅も現実には何軒かあるわけ

ですよね。そういった方々は何を根拠に下がっているかというと、これが根拠で下が

っているわけですよね。その計画が先ほど言ったように40年間も、一番古い人が何年

かはわかりません、現在下がって建てている途中の方もいらっしゃると思いますが、

そういうことによって、町としてこの計画を本当にやるのかどうかということを改め
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てやっぱり意思表示をしなければいけないんじゃないかという観点なんですよね。ま

あ、そのことだけに議論が行くとまた道路の話になってしまうので、そのことも含め

てですけれども、要は、まちづくりの核としてその道路を拡幅したりするという考え

方を、もう一度原点に返って、この際前に進めるべきだということを申し上げている

わけです。そのためには、道路の拡幅だけでは町長が申された通過道路になってしま

いはしないかという懸念もあるだとか、そういうことになってしまうので、私として

は、市街地の再生という大きな課題に果敢に取り組んで、通過させない市街地形成を

するべきだと。魅力のある、にぎわいのある町に生まれ変わらせるべきではないかと

いうことなんですね。ですから、その起爆剤、もともと40年前にそういう計画をした

ものが再度動き出すことによって、相当地盤沈下が進んでしまったという現実をどう

にかＶ字に回復させたいと。そこには、先ほど申し上げましたが、道路を含めた交通

体系の整備だとか、あるいは中心市街地にもともと住んでいる方が、新市街地のほう

に転居されるのではなくて、改めて市街地の中に住みやすいという環境の住居を建て

かえていただくだとか、あるいはあそこには隣接して文教地域があるわけですけれど

も、そういった特性を生かした集客用の施設を構築するだとか、そういう、何ていう

んでしょうかね、道路をつくりますよ、つくりませんよという議論からもう一歩も二

歩も飛び越えたことを考えていく必要があるんじゃないか、またすべきではないかと

いうことを申し上げているんですが、いかがですか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まちづくりという観点だというふうに思います。そのとおりそういうことで、平成

22年の都市マスの中でも、先ほども言いましたけれども、文教ゾーンとかそういった

位置づけをしながらやっていこうということで進める考え方をしております。今道路

ということで入ってしまいましたので、ちょっと違う話になってしまいましたけれど

も、そのまちづくりという中では、当然いろんな道路というものも、中町地区に限ら

ずなんだと思いますけれども、そういったことも見ていくのは必要なんだろうと思い

ます。今回の第四次総合計画の中でも、そういった部分については、これはまちづく

りという言い方よりも商店街の活性化みたいな形になっておりますけれども、それは

当然まちづくりの一つの大きな部署を占めるわけでございますので、そういった考え
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方につきましては、大変大事な考え方だと思っておりますし、そういった方向、マス

タープランの中で進めている状況で町も進めてまいりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      町をつくるための手法として、土地区画整理だとか、行政の場合直接買収してやる

だとか、そういうことがあるんだろうと思うんですが、まちづくりをするための起爆

剤としてこの道路が位置づけられているということからすると、道路だけではなくて、

町づくりをする場合の手法として、どういうことがあるかだとかというものを研究さ

れたことはありますか。手法、要するに民間だと土地区画整理組合を設立してやるだ

とか、町が直接土地を買って、あるいは家屋を買って、それを広げたり拡幅したりと

いうことをやっていくだとか。そういうことをこれまで検討したことは具体的にある

んでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      まちづくりにつきましては、具体的ということでございますが、現実的に区画整理

とかそういったものをやりながらまちづくりが進められております。ですから、手法

として区画整理の方法とかそういったことはもう取り入れてやっている部分もござい

ます。南とか。今おっしゃっているのは、このゾーンにおいてということですか。こ

のゾーンにおいてということについては具体にはございません。以前に、後ほどの質

問のお答えにも絡んでくるかもしれませんけれども、地区、地域でそういった計画を

いろいろ考えた経緯がありました。ここにもありますが整備計画の策定と言いました

けれども、商工会とかそういった形で、それは、あるコンサルの方に入ってもらった

と記憶しておりますが、そういった方々が入った中で、あのエリアの地域振興、そう

いった取り組みをした経緯はございます。最近はございません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      今回の質問を契機に、さまざまなことを改めて検討してほしいということで質問に

立っていますので、これまでやってこないのはどうのこうのという話よりは、これま

での結果を踏まえて、本日の答弁をいただいても、これまで40年も検討して一歩たり

とも進んでこないものをさらに研究しなければならないなんて言って、じゃあ、60年

待つんですか、80年待つんですかという議論にはしたくないんですよ。もう背水の陣

というか、もうここからは前に進むか、あるいは別の方向性を見出すのかということ

を改めて契機としていただいて、町の将来像、先ほど言ったように、大和町の既存市

街地が果たしてこのまま持続可能で成長してみんなが住んでいけるのかということを

考えていく必要があるということなんですね。ですから、これまでの結果を聞いて今

後も検討しますということでは、今回はなかなか私としては理解はできないというこ

とですし、その中で、中心市街地活性化法といった法律があるのをご存じだと思うん

ですが、言葉として認識をしているかどうかお聞かせいただきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      中心市街地活性化法というのは国土交通省でやっている事業と思いますが。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      これについては、都市計画という範囲に限らず、今お話しいただいたように、中心

市街地を多面的に再生していきましょうというための改正法律ができているわけです

よね。この中には、今議論した以外のことも、まちづくりをしていくためにも、公共

施設を建設する、例えば文教地区にふさわしい公共施設を建てるだとか、あるいはさ

っき言った魅力ある町にするためには下町線だとかひだまりの丘から下町に抜くだと

かということによって、住居地域の核となる部分の価値観を一気に変えてしまうだと
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か、要するに商店街じゃなくて、住まう土地としても魅力を３段も４段も引き上げる

だとか、そういうことも考えられるし、それによる、おっしゃった国交省からのみな

らず、ほかの省庁との連携の中で、補助金、要するに原資となるもの、最大だと２分

の１ですか。少なくとも３分の１ぐらいはさまざまな事業に対して国が提供しますと

いう考え方に立った法律なわけです。これに参加して名乗りを上げる要件というのは

ご存じでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      要件については、今ちょっと存じ上げません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      もうちょっとで終わりますので、済みません。 

      これについては、町として基本計画とつくるということなんですよ。その基本計画

を国に提出して採択されるかしないか。十分にご存じなんだろうと思いますが、要す

るに、そういうことも含めて、必ずしもそれでやったらいいんじゃないかということ

ではなくて、今言った課題を克服、解決するために、踏み出すために、これまでの手

法ではだめだと申し上げたいので、もし都市計画の中で進める余地が十二分にあるん

だということは、それはそれで結構ですから、それで検討を加えるだとか、あるいは

いや待てよと、総合的な市街地の再開発に向けた考え方を検討してみようかというこ

とであれば、ぜひ今申し上げた、あるいはご認識のある法律を熟読していただいた上

で、参加できるかどうかも含めて検討を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      まちづくりですので、おっしゃるとおりさまざまな手法、あるいはさまざまな補助

というものも活用しながらやっていかなければいけないと考えております。 

      今お話しの、今は地域限定のような形になっておりますが、町全体のくくりという

か、そういったこともあるわけでございますので、その中のバランスといいますか、

都市マスでつくった業務ゾーン、健康拠点、文化拠点、商店街、文化ゾーンといろい

ろあるわけですけれども、そういったもののトータルの中でも見ていかなければいけ

ないと思っておりますが、その中で、ここにはこういう手法、ここにはこういう手法

というものが取り入れられれば、それはそういった手法、全てが一律ではなくて、さ

まざまな手法の中で、取り組んでいかなければならないと思っておりますし、そのた

めには、先ほどのコンパクトシティというものの思想も取り入れいった中でやってい

かなければいけないと思ってます。 

      どうしてもまちづくりと言った場合に、商店街と言った場合に、商店街にどうして

も偏ってしまったりする傾向があるのが事実でございますので、中心市街地という感

覚からというお話しでございましたので、そういった視点でも取り組んでいくことは

大切だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      それでは、ある程度共通の認識のもとでの議論をさせていただきましたので、次の

機会までにまた私も勉強させていただきますし、同じ答弁にならないような町の計画

の進展が見込まれることを期待します。 

      改めて申し上げますけれども、その基盤づくりとしての都市計画道路の高田中町線

というのは、先人の知恵を終結して大和町をよくしていこうということで考えた基本

なわけですよね。これが通ずることによって、ご答弁をいただいたように、その後に

開発された北部工業団地、それも大衡、あるいは松坂ですか、そういったところに、

それを県道にすることによって直結するわけなんですよ。そこに暮らしている方々の

通勤道路にもなり得るわけですよ。その結果として、中町を過ぎてもう整備されてい

る吉岡南を通って、まほろばを通って、総合体育館に抜けて、結果として国道457号

に結ばれるということになると、国道４号線、あるいは主要県道の塩竈吉岡線、それ

と457号線と、その内側に今の路線ということで、交通量も含めて多面的な機能が格
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段に飛躍するわけなんです。先ほど町長が申されたけれども、道路がよくなって通過

することも心配されるという話ですけれども、それは余りにも消極的な発想だ。全て

の原点は集客のための人を寄せなければならないわけですよ。ですから、人が寄って

くるような、少なくとも利便性の高い交通網というのは、それも今の部分さえ解決さ

せれば、結果として多くの方のルートの選択肢がふえるし、そこに集まる人たちの可

能性も大きく高まるということであります。 

      長々と申し上げてきましたけれども、そういう観点も含めて、今後の計画、まちづ

くりについて、今の部分を十二分に解釈をいただいた上で計画づくりを早急に進めて

いただきたいということで答弁をいただいて、この問題について集結します。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      道路ができることによっての多面性は大変必要なことだと思っております。ですか

ら今457号線も宮床線がつながろうとしていますが、その先土保田を抜けてまっすぐ

抜こうというこの当時はなかった道路もできているわけですね。ですから、そういっ

た面で、多面性の部分ではいろいろこの道路ができればそういうことにはもちろんな

ってくると思います。そういったことですので、そのことが100パーセントベストな

のか、あるいは私の言ったような影響がないのか。中心市街地として魅力あるという

ことについては、どういった町が魅力があるのか、道路が広いのが魅力があるのか、

いろいろ価値観があると思っております。おっしゃることも大変大事だと思っており

ますし、さっき申しました457号の新たな道路ができたりということもありますし、

そういったことも踏まえて、先人の考えた道路についてはいろいろ……、今から研究

ではだめだという話ですので、何と言えばいいのかわかりませんけれども、いろいろ

考えてまいりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      １件目終了。では、２件目は午後にしたいと思います。 

      休憩します。再開は午後１時といたします。ご苦労さまでした。 

 

         午後１２時０７分  休 憩 
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         午後１３時００分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      14番髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      それでは、感震ブレーカー導入についてということでお尋ねします。 

      電気が原因の出火を防ぐためには、避難時にブレーカーを遮断することが効果的で

すが、大震災発生時にとっさにそのような行動がとれるかは、そうとは限らない。感

震ブレーカーは設定値以上の震度の地震発生時に自動的に電気の供給を遮断するもの

であり、各家庭に設置することで出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐことで被

害を大きく軽減することができます。過去の大震災における火災の原因として主なも

のは、電熱器具等からの出火、また電気復旧時における断線した電気コード等からの

出火が挙げられます。総務省消防庁によりますと、東日本大震災における火災では、

電気が原因の火災が全体の53％を占めたと言われています。また必ずや起きる震災に

備えた感震ブレーカー設置に補助制度を確立し、減災に役立ててはどうかということ

でお尋ねします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、感震ブレーカー導入ということでございますが、この感震ブレーカーに

つきましては、東日本大震災の教訓を踏まえまして、南海トラフ地震にかかわります

地震防災対策の推進に関する特別措置法及び首都直下地震対策特別措置法が制定され

まして、切迫性の高い南海トラフ地震及び首都直下地震について、被害想定や国の基

本計画が策定されましたが、中でも首都直下地震につきましては、木造住宅密集市街

地におけます同時多発延焼火災等の危険性が改めて指摘されまして、ソフト的な出火

防止対策といたしまして感震ブレーカー等の普及に努めることとされたところでござ

います。 
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      このため、内閣府、消防庁、経済産業省の連携のもとに、大規模地震時の電気火災

の発生抑制に関する検討会が開催されまして、感震ブレーカー等の性能評価の考え方

や、設置に当たっての留意点等を平成27年２月にガイドラインとして取りまとめられ

ました。 

      ガイドラインでは、感震ブレーカー等の種類は分電盤に内蔵されたセンサーによっ

て揺れを感知し、ブレーカーを落として電気を遮断する分電盤タイプ、それから、コ

ンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知して当該コンセントからの電気のみを遮

断するコンセントタイプ、感震機能を持たない分電盤に地震の揺れによるおもりの落

下やばねの作動によりブレーカーを落として電気を遮断する簡易タイプがあります。

設置及び作動時における留意点としては、設置状況によりまして発表震度が設定作動

震度よりも小さい場合でも作動したり、逆に大きい場合でも作動しなかったりする場

合も想定され、設置者に作動制度についての理解と周知を図る必要があるとされてお

るところでございます。 

      国土交通省が発表しております平成24年３月１日時点での地震時等に著しく危険な

密集市街地は全国で197地区でございまして、「大規模地震時の電気火災の発生抑制

対策の検討と推進について」におきまして、感電ブレーカー等の緊急時重点的な普及

推進が図られることが望ましい地区とされておりますが、現在、東北、北海道地区は

該当する地区とはされていないところでございます。 

      感震ブレーカーの設置に補助制度を導入しているところにつきましては、主に地震

等に著しく危険な密集市街地を有する都道府県内の自治体でございますが、感震ブレ

ーカーの作動精度及び設置実績を踏まえながら、これについては調査研究をしてまい

りたいと考えます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      それではお尋ねします。 

      今ご説明いただいた中に、何種類かの種類があるということでありますが、今回私

が提言したいと思っているのは、一番コストの安い簡易タイプ、2,000円だとか、安

いものだと1,000円だとかということでありますけれども、そういったものを取りつ

ける必要があるということ申し上げ、今回取り上げた理由は、こちらにおそろいの
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方々の中で、どれだけの方がこの感震ブレーカーという機械が現在、特に南海トラフ

だとか関東だとかで大々的に助成制度を使って推進されているかということをぜひ知

っていただきたいという観点からのご質問ですし、また、そのことによって普及啓発

につながるのではないかということでのお話をさせていただいていたわけですが、町

長ご自身はその感震ブレーカーについてご認識はおありだったでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      この感震ブレーカーというものを、私は今回質問の中で初めて勉強させてもらいま

した。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      ほとんどの方が承知していないと思います。しかし一方では、国が挙げて推進をし

ている地域もあると。ご説明の中には、この宮城県だとかはその該当している地域で

はないというお話ですが、先ほど申し上げましたように、予期しない、あるいは規模

の大きい地震というものが、この何年かの間に多発しているわけであります。特に、

木造住宅の密集地、お答えにあったとおり、そういったところで一旦火災が発生した

場合には、自分のところは大丈夫でも隣家からの延焼ということで火災に巻き込まれ

るということも大いに想定できますし、住宅が古ければ古いほど防火対策というもの

は非常に手薄になっているというのが現状だと思います。そういった中で、この大和

町の中でも全域に向けてこの制度を大々的にアピールしてやったらどうかという趣旨

ではなくて、先ほど前段の質問でもあった中心市街地と言われる吉岡の住宅密集地、

特に住宅の古い家屋が連立しているような場所にポイントを絞って、前段で申し上げ

た啓蒙、啓発、そして実際の有事の際の災害軽減という観点から、町として大和町全

体に知らしめるためにも必要なのではないかと思うんですがいかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      実際の災害の拡大の予防ということですので、こういったことも必要なのだろうと

思います。ただ、感震ブレーカーたるもの、簡易というのはおもりがあって、それが

地震でとんと落ちたらということで、精巧性というんですか、そういった部分の課題

もあるようです。そういったこともありますので、先ほど申しましたけれども、こう

いったものがあるということを私も今回初めて勉強しましたけれども、その制度なり、

切った後戻す問題とか、使う人の問題になってきますけれども、その辺が留意点とし

て出ているということですので、そういったこともいろいろ研究しながら進めてまい

りたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      おっしゃるとおり、まだ見ていない方、どういう動作をするのかもほとんどの方が

承知していないですから、まずは検討すべきだと思いますが、例えば先ほどの誤作動

というほかにも、電気を使った医療器具を自宅でお使いになっていらっしゃる患者さ

んがいる場合に、地震が来て自動的に電源が下がるとそれは命にかかわる問題だとか、

さまざまな想定がなされているやにも伺っております。一方でそれを防ぐための対策

というものも当然出ております。再三調査研究をするというお話をいただいておりま

すが、どの程度の調査や研究をなされるのかということに非常に不安を持ちますので、

制度を制定する前の実証実験、要するに、仮に簡易のものを取りつけた場合でどうい

うものが想定されるのかというのを、まずは限られた戸数やら具体的に調査をなさる

べきじゃないかと。それに基づいた次の手段として助成制度をというふうに申し上げ

たいわけでありますが、具体的にどこかで……、ある自治体ではこれを補助じゃなく

て、エリアを絞って、戸数も絞って希望者に簡易型のやつを提供するという自治体も

実際にはあるんですね、そういうことで、申し上げた実証実験にお取り組みいただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      実証実験ということでございますが、実験もなかなか難しいんだろうなと思います。

揺れがあっての活動になってきますので、ですから、実証実験というものをやったと

きに、どの段階まで、どのぐらいのレベルで、どの期間でという課題もあるんだと思

います。実験ということまで今のところはちょっと考えが及びませんけれども、そう

いったことも含めていろいろ考えてまいりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      髙平聡雄君。 

 

１ ４ 番 （髙平聡雄君） 

      前段で申し上げましたように、普及、啓発。結果としては、これは自己防衛という

か、ご自身でご自身の生命、財産を守るという前提の上でも、こういう器具も今は提

供されているんだということを知っていただくということで、町としての啓蒙を進め

ていただきたいと思います。 

      時間が参りましたので、これで私からの一般質問を終結いたします。ありがとうご

ざいました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      それでは、所定の60分が今経過しましたので、以上で髙平聡雄君の一般質問を終わ

ります。 

      次に、９番浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      それでは、通告に従いまして３件９要旨、質問をいたします。 

      まず１件目でありますけれども、木造住宅の建てかえと、再整備が必要ではという

件に関してであります。昭和40年代以前に整備した木造町営住宅の劣化が著しい状況

あります。公営住宅法の目的に基づき、住民の安全性を確保するという観点から、建

てかえ、または既存の建物を借り上げるなど、再整備すべきと考えますが、町長のご

所見をお伺いします。 
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      １つ、木造住宅は健康で文化的な生活を営むに足り得る住宅であるのか。２つ、人

口・世帯数とも増加しておる本町でありますが、近隣市町村と比較し、町営住宅の戸

数は足りるのか。３件目になりますが、公営住宅法による国庫補助、現在であります

と社会資本整備交付金を受けるためには、都道府県計画、本県であれば宮城県地域住

宅等整備計画、この場での議論が必須になってくると考えますが、今現在どのような

議論をされているのかをお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問でございますが、現在の木造の町営住宅につきましては、８カ所

に37棟42戸ございまして、そのうち入居戸数につきましては32戸となっております。

当該木造住宅は、昭和30年から昭和40年までに建設されたものでございますので、建

設当時の総棟数87棟、総戸数は90戸でありましたが、築後五十年から六十年が経過し

ております。町といたしましては、木造町営住宅につきましては、このように築年数

も相当経過しておりますことから、建てかえをせずに全棟解体する方針としておりま

して、入居者の方にはその旨を伝えるとともに、町営中層住宅への入居など、早期の

住みかえを進めているところでございます。 

      初めに、木造町営住宅は健康で文化的な生活を営むに足り得る住宅であるかという

ことでございますけれども、木造町営住宅につきましては、先ほど申しましたとおり、

築50年を超えますことから、経年によります劣化等により不具合等が発生する場合が

ございます。その際には、その都度生活に支障を来さないよう、必要な補修、修繕を

行い、居住環境の維持に努めているところではございますけれども、中層住宅への入

居等についても重ねて要請をしている状況にございます。 

      現在、木造住宅の平均使用料、家賃でございますけれども、月約2,800円でござい

まして、中層住宅の平均使用料につきましては月約２万3,000円でございます。中層

住宅に転居した場合は、8.2倍の使用料になります。また、富谷町では平成９年から

平成25年にかけまして、木造住宅100戸の建てかえが行われておりますが、その使用

料は平均月額２万2,000円です。これは人によって違いますので、最高額は８万2,900

円と聞いておりますが、本町において建てかえを行った場合でも、同様の金額になる

ことが想定されております。さらに、中層住宅と同様の近くのアパートの家賃なんか
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ですと、大体６万7,000円ぐらいとなっている状況でございます。木造住宅の入居者

につきましては高齢者で年金生活者等の世帯が多いために、使用料の負担が多くなる

中層住宅への入居や民間アパートへの住みかえが進まない要因となっていると思って

います。 

      次に、人口・世帯数とも増加しているが、近隣市町村と比較すると町営住宅戸数は

足りるのかについてでございますが、平成27年度におけます町内の住宅戸数は、木造

住宅を除きますと、町の中層住宅が７棟140戸と他の公的住宅の雇用促進住宅２棟で

60戸、県営住宅１棟で18戸が建設されておりまして、合わせて公的住宅戸数につきま

しては218戸となっております。宮城県内におけます公営住宅の戸数は全体で２万

8,054戸で、人口1,000人当たり12.1戸となっておりまして、郡内町村の公営住宅戸数

の状況は富谷が1.9戸、大郷町が12.2戸、大衡村が26.3戸となっております。近隣市

町につきましては、名取市が4.6戸、多賀城市が5.1戸、岩沼市が5.7戸、利府町が4.2

戸の公営住宅戸数の状況となっておりまして、近年開発等によりまして都市化が進み、

人口がふえた市町は1,000人当たりの公営住宅の戸数が平均より少なくなる傾向が見

られるようでございます。本町の公営住宅戸数は218戸で、人口が２万8,539人でござ

いますので、1,000人当たりに直しますと7.6戸となっております。近年人口がふえて

いる近隣市町の公営住宅数と比較しても本町の住宅戸数が少なくはないという認識を

しております。 

      続いて、公営住宅法による国庫補助を受けるためには、都道府県計画（宮城県地域

住宅等整備計画）での議論が必要と考えるがということでございますが、公営住宅法

によります補助事業におきましては、住生活基本法に基づきまして、宮城県が作成し

た宮城県住生活基本計画、これはこの間改正になって、平成28年から平成37年までの

10年間でございますが、この計画にあります宮城県地域住宅等整備計画、これは平成

28年から平成32年までの５年間ですが、この計画において実施できるものであります

が、県の整備計画策定に当たりましては町も参加をしているところでございます。以

上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      言うまでもなく、公営住宅法に関しては、国及び地方公共団体が協力して健康で文
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化的な生活を営むに足り得る住宅を整備し、これを困窮する低所得者に対して低廉な

家賃で貸し出すということが目的となっております。現在お住まいになられている方

のこともあって、なかなか率直に素直にお答えづらい首長の立場としては、お答えづ

らいお話ではあるのかなと思いますけれども、まずこれを議論するに当たって、今一

度、本当に今のあの住宅を取り壊すということは、イコールなかなか今後もお住まい

いただくには危険であろうというのが本音ではないのかなと思いますが、今一度本音

をお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      先ほども申しましたけれども、築50年、60年たっております。したがいまして老朽

化も進んでおりますし、補修もやっているとは言いながら大変な状況です。ですから、

中高層のほうにお移りいただけるようにお願いをしている状況にあります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      今の議論で、今の木造町営住宅ではなかなか住み続けていただくには難しいのかな

というところは同じ認識を持たせていただいたと考えます。そこで、中層住宅への転

居をいろいろ進めているというお話でありました。実際に今お住まいになられている

ご家庭を私も10軒未満状況を伺いにお伺いしてきた中では、実際には高齢者の方、ま

たは体がご不自由な方がいらっしゃる中で、中層住宅といっても必ずしも１階の空き

が出るわけではなくて、２階、３階、４階となると生活に支障を来すというお話から、

あそこには移りたくないんですよねというような意見もあるようでありました。先ほ

どの答弁書から行くと、中層住宅への入居及び民間アパートへの住みかえが進まない

のが要因であるというお話でありましたけれども、そういった意味で、平成23年６月

の定例議会で、前中山和広議員がいろいろ質問をされている中で、西原を初めとする

木造町営住宅にお住まいの方々の現状を踏まえると、高齢者専用の住宅も検討すべき

ではないかというお話をされた中で、高齢者居住安定居住計画も検討してまいりたい
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というご答弁がされたように議会広報に記録がございます。そういう意味で、高齢者

向けの住宅という意味では、中層住宅がなかなか不向きなのではないのかなと考えま

すが、どのようなご見解でございますか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      高齢者の方についての中層２階、３階というのは大変だと思います。ですから、勧

めている場合には、１階があいたときとか、そういったところでお勧めしている状況

にございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      １階があいた場合にというお話で勧めているというお話でありました。１要旨目の

足り得る住宅であるのかというところは終えまして、では今の戸数はどうなんだとい

う話をさせていただく前に、１件確認しておきたいのは、町有地の部分と民有地を借

り上げしているところがあるかと思うんですが、現状その古いあいた木造住宅を解体

されている中、安全面も考慮してになるかと思いますけれども、鉄パイプで場所を区

切ったりという状況にありますが、現在、借り上げ料というところでは、地代借地料

というところではどのようになっているのか、担当課からでも結構でありますので確

認をさせてください。 

 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      借り上げ料ということでございますので、担当課課長からお願いします。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      都市建設課長佐々木哲郎君。 

 

都市建設課長 （佐々木哲郎君） 

      それでは、先ほどの借り上げている土地ということでございますけれども、木造住

宅の土地についてはほとんどが町有地ということなんですけれども、宮床の下小路住

宅については民間より借り上げをお願いしているところでございます。以上でござい

ます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      一部、吉岡の１カ所、東側は民有地を借り上げているというお話を伺っていました

が、多分とっさの質問であって漏れただけであろうと思いますけれども、町有地とい

うお話であればなおさらのことなんでありますが、町有地を今後、前者の髙平議員の

質問にも関連してくるかもわかりませんけれども、都市計画を考えていく上で、ある

意味あのまま空き地にして今後あそこの土地をどのように利用していくのかというと

ころも構想を練らなければならない段階ではないのかなと思われますが、現在どんな

計画をお持ちなのか。ちょっと通告外ではありますが。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      木造住宅というか、戸数が足りるのかというお話なので、都市計画のことで、どこ

の位置を決めるかとか当然関連が出てくると思うので、ちょっと通告外じゃないかと

思うので。ちょっと論点をかえて。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      じゃあ、論点をかえます。戸数の話でありますけれども、確かに県の住宅課にも私

も問い合わせをしました。特段県として何戸数を進めるという基準はまずないという

前提であります。現状、富谷町では100戸、1,000人割にして1.9戸、絶対数でいきま

すと。大郷町が102戸、大衡村が今150戸というのが近隣市町村の状況であります。

1,000人当たりの戸数というのはこちらに書いてあるとおりではないのかなと思いま
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すけれども、そこでちょっともう一点お伺いしたいのは、足りるのかという観点から

いくと、あいた２階なり３階なり４階なりという部分、空き室が出た場合には公募し

ておるはずでありますけれども、なかなか公募者多数の場合は抽選での入居決定とい

うのが現状ではないのかなと思いますが、何度も申し込みをされて、結果なかなか当

たらない方もいらっしゃるのではないのかなとも思うんですけれども、実情をお聞か

せいただきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      応募の状況ということでございますけれども、ちょっとそこにつきましては課長か

ら。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      都市建設課長佐々木哲郎君。 

 

都市建設課長 （佐々木哲郎君） 

      今のご質問なんですけれども、確かに公募をかけて数回当たらないという方もおり

ますし、１回目で当たるという方もございます。募集につきましては、あいたときか

ら都度公募をかけまして募集をかけているんですけれども、中にはいわゆる母子家庭

とか高齢者とかそういった方々については優先順位、２回くじ引きができるんですね。

そういった優遇策をもって抽選会を行っている次第でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      抽選においては、母子、父子家庭に関しては抽選回数を２回にふやすなり、ある程

そういう意味で抽選の際に優遇をされているというお話でありましたけれども、とは

いえ、私もいろいろヒアリングしている中では、実際のデータは今持ってはいないわ

けですが、実際何度か申し込みをされている父子家庭の方がなかなかやはり当たらな
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い。とはいえ、日本全体の問題ではないのかなと思いますけれども、所得の格差が広

がっている現状もある中、民間のアパートに入っている中、なかなか子供の養育費等

にお金が割けないというのも現状にあると伺っております。 

      先ほど、公的住宅、雇用促進住宅及び県営住宅を入れての218戸、1,000人当たりで

7.6戸という計算式でありましたけれども、これは町営住宅の数だけで割り戻すと140

戸。木造住宅を足すべきではないと考えますけれども、140戸で考えた場合には、５

戸ということで、近隣の人口がふえている多賀城、岩沼、利府よりは多少高いかまた

は横並びではあるものの、現状、大衡、または大郷と比較してもまだまだ戸数が足り

ない。またはニーズとしてはあるのではないのかなという思いがしてなりません。絶

対的な個数というところでは特段基準もございませんので、あくまでも、入居申し込

みをされて実際当たらない方々の状況ももう少しデータ化をして、戸数が今のままで

足り得るのかという話と、通告外だというお話でありましたが、現状ある木造町営住

宅の跡地をどうしていくのかという部分をやっぱり考えていく必要があるのではない

か。住宅地よりも道路が高くなって大雨が降ると下が水浸しになっているような状況

もあったり、今町有地ではなくて、一般に所有されている方々の生活および資産価値

を結果落としかねないような状況ではないのかなと思う中、今一度、今後どのように

利用していくのかという部分を再度検討していく必要があるのではないのかなという

中で、３要旨目の現在の宮城県地域住宅等整備計画での議論の内容を確認したいと思

います。 

      先ほどもありましたとおり、今回計画の見直しがなされました。平成28年から平成

32年までの計画ということで、計画が各市町村で見直しをされております。近隣の大

郷町では、新たにまた公営住宅整備事業として団地整備を行う計画を入れております

のと、富谷町でも長寿命化の計画策定のための調査費をその中に盛り込んでおったり、

さらには富谷町では、公的賃貸住宅家賃低廉化事業として民間の住宅の家賃と比べた

場合に低く設定される公営住宅の差額分を社会資本整備事業から補助を受けようとい

うことで計画をなされております。残念ながら、本町の事業の計画が今何も平成28年

から平成32年度の計画に入っていないという部分が非常に残念な部分と、もう少し長

期的に考える必要があるのではないのかなというお話で考えておりますが、実際に県

の会議等に出席されて、議論をされているというお話でしたが、どのような議論をさ

れているのか、もう一度お聞かせいただきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      どのような議論といっても、私が直接出ているものではないものですからあれです

けれども、計画をつくるに当たっては、県の全体の計画の中には町村が必ず入るわけ

です。それで、その中に入って、県の10年なり５年なりの計画についての議論につい

て参加させてもらっているという状況にございます。確かに、今町ではつくっており

ません。もし町で住宅をつくるとすれば、町の計画をつくって、そして県のそれと整

合性を持たせるという形になるんですが、今回５年の中に町として木造のものをやる

ということについてはまだ具体化しておりませんので、町ではつくっておらないとい

うことです。 

      それから、長寿化とかそういったものにつきましては、ご案内のとおり、町独自で

議会の承認をもらいながら、アパートの屋根を直すとか、塗りかえをするとか、そう

いったものは町の計画の中では進めておりますが、県の計画とは別な形で進めている

ということになっております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      町独自の事業として、もちろん今の中層住宅の長寿命化対策をやっているという話

は認識をしております。一方で、この計画に入れ込んでおけば補助をいただく機会も

あったのではないのかなというような疑問をただいま持ちましたのと、今年度は特別

本町の事業としてはなにも載っておりませんが、前計画では木造住宅の耐震化診断を

この社会資本整備等事業計画に乗っけて補助をいただいていたということで、県の資

料にも載っておりますけれども、いずれにせよ、木造の町営住宅の整備を急ぐべき、

再整備をすべきでは。また、高齢者向けの住宅の確保というものは、やっぱりこれは

必要不可欠だと。我々政治家が選挙運動をしていても、あのエリア、またはあの建物

を見ると心が痛む思いで、本当にもう少しここはアクセルを踏むべきではないのかな

という思いで見ておりました。そういう意味で、今のところ計画はないというお話で

ありましたが、今後の方向性として、計画をしていくべきではないのかなということ

で、もう一度町長のご見解をお伺いしたします。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      木造住宅につきましては、今ご案内のとおり、新しい方は入れないで、退去された

場合には撤去ということでございます。あれを直してというわけには、ごらんになっ

てお話のとおりでございますので、あの建物を直してという考え方は今ございません。

そして、２軒長屋という状況にもありますので、１軒はあいても１軒がお入りになっ

ている場合は、退去はさせられませんので、なかなか次に進めない状況にあります。 

      それから、中高層に移ってくれというお願いはしているのですが、家賃の問題もあ

るんですけれども、あと、どうしてもあそこがいいというお方もおいでなんですね。

それで、そういった方々もいるということ。それから、使い方がいろいろあるようで

して、いろんな使い方をされている方もいるということでございます。 

      計画というのは、そういうことで、あの建物を直すという計画は全くないというこ

とです。それから、新たなものをつくるという考え方も今のところございません。と

いうのは、一軒家というものをころどやといいますか、ああいうものではなくて、今

中高層でやっているわけですし、今度はそういったタイプになっていくのかなと。富

谷でもこの間新しくしたんですよ。メゾネットというんですか、２階中層というもの

があるようですが、町のほうでは具体のそういったものは今のところはない状況にあ

ります。 

      今後についてということですが、今大和町は非常にアパートもふえている状況があ

ります。家賃についてもさまざまだと思っておりますが、新しくすればやはり家賃も

それなりに。低廉なものにはしなければならないんですが、製造費とか建築費とかそ

ういうもので、計算上はやはり上がってくる現状にあるので、その辺も加味しなけれ

ばいけないとは思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      公営住宅法にもう一回戻って、その趣旨等をもう一度考えてみますと、もちろん建
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設に対する補助もあるわけでありますが、建設費以外にも借り上げという手法もあっ

たり、町内、吉岡南地区を中心に見ると、比較的新しいアパートができている現状で

もありますが、もう一方で、吉岡の従来の町中を見ていくと、古いアパートに空きが

出ていて、どちらかというと新しい吉岡南のアパートなりマンションに引っ越されて

いる方が多いように見受けられます。そういう意味で、今まで住まれていたエリアか

ら全く違うエリアというところでは、特にご高齢の方には抵抗もおありでしょうから、

いろいろ空き家の調査をされたりという話も確認しておりますので、空き家を町営住

宅として借り上げて、例えば高齢者用の住宅としてお貸しするとか、いろんな手法が

あるのではないのかなと思っております。 

      なかなか解体が進まない要因の一つとして、中層住宅への入居を進めているが難し

いという話は先ほど議論させていただきました。もちろん、民間アパートを仮に借り

ようと思った場合、老人お一人の方では、いろいろ安全面のことからなかなか家主が

貸し出さないとか、いろんな課題があるのではないのかなと思う中、いろんな手法を

使っても、いつ来るかわからない大震災等にも備え、高齢者の住宅というものを確保

する必要があるのではないのかなと思いますけれども、今一度ご答弁をお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      高齢者に特化したということになるんでしょうか。今のところそういったものにつ

いて具体の計画はございませんが、お話のとおり、アパートを借りるに当たって非常

に条件的に難しいケースも出てくる場合もあるということは十分考慮して今後考えて

いかなければいけないと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      開発の事例として、先ほど富谷町のお話がございました。子育て世代を入れるよう

なメゾネットタイプのみならず、富谷町では約20年かけて老人のお一人または２人世

帯向けの建物、または家族４人世帯ぐらい用の建物とか、子供さんがいらっしゃるメ
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ゾネットタイプであるとか、さまざまなニーズも伺いながら、片やあいた建物の向か

い側を先に計画を立てて工事をして、隣、または団地内で引っ越しをしていただくな

り、壊すのとあわせてつくるという計画をセットで計画をされて実施をした結果、今

ももちろんのこと、きれいな住宅、または災害に強い住宅に生まれ変わっている現状

がある中、本町の公営住宅の準備という意味では、おくれているのかなという感が非

常に強い。あわせて、ぜひ町長も進められる、住んでよかったと言われるまちづくり

にも合うお話であるのではないのかなと思う中、今後整備を今一度、中高層の鉄筋コ

ンクリートのものをつくるにももちろん費用もかかりますが、人口動向がいろいろ変

わっていく中、いずれ建てかえる時期が来るはずで、今後高層階がいいのかというと

私はそうではないのではないのかなという思いがあって、低層階であり、畑だとかち

ょっとした園芸もできるような場所が今後の住みかというところでは好ましいのでは

ないのかなという中で、壊すのとあわせて並行して計画を急ぐ必要があるのではない

かと思いますが、今一度ご見解をお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      壊すのとあわせてということですが、壊すのがなかなか進まないというお話はさせ

てもらったと思っております。そういう状況ですので、場所の問題も出てくるのだと

思いますし、いろんなことは考えていかなければならない。ただ、畑とかまでセット

になったものがいいのかどうか、どこまで公営としてやらなければいけないのかとい

うことも考えていかなければいけないのではないかとも思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      畑はちょっとした一例でありましたが、いろんな多様性に合わせて富谷町も４タイ

プを用意されたと伺っております。いろんな多様性、ニーズを聞いていただきながら、

ぜひ行政としても前に進めるべき事項ではないのかなと考える次第であって、それを

申し述べまして２件目の質問に移らせていただきます。 
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      豪雨への対策とその進捗状況はということであります。 

      昨年９月の関東・東北豪雨は本町に甚大な被害をもたらしました。今後も同様な豪

雨発生は予期され、吉田川及び支流の河川改修促進、吉田川上流部へのダムの建設な

ど５項目を国や県に対し町執行部及び議会からも要望し、吉田川中流部の堤防越水防

止を図るため、河道の掘削が進められておる状況であります。 

      もっとも家屋の浸水被害が多かったのは、舞野及び高田地区ではなかったのかなと

思う中、町内の今の河川の状況を見る中で、下流域の対策は比較的国交省管理で進ん

でいるように見えますが、上流域の県管理の部分がなかなかまだ進まないのかなとい

うふうに見えて、これからの夏の台風シーズンの到来が非常に危惧されると思います。

そういう意味で、町長の所見をお伺いしたいと思います。 

      １つ、決定した治水対策とその今の進捗状況は。２つ、舞野、高田地区の家屋浸水

への対策は。３つ、一級、二級河川以外も町管理の準用河川も継続的な河道掘削が必

要なのではないかということに関して、町長のご所見をお伺いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問ですけれども、昨年の９月９日から11日にかけまして発生しまし

た関東・東北豪雨は吉田川より支流河川の越水、溢水等によりまして、家屋及び事業

所への浸水242戸、農地等の浸水が約2,000ヘクタール、その他公共施設などに甚大な

被害となったことはお話しのとおりでございます。 

      鳴瀬川水系吉田川の河川改修事業につきましては、過去の幾多の洪水を教訓に河川

改修事業が行われております。近年におけます代表的な改修事業といたしましては、

昭和61の８・５豪雨によって破堤した下流部の堤防整備、強化等が行われております。

今般の豪雨は過去の豪雨とは異質な状況で、異常気象を要因とします線状降水帯によ

る集中豪雨と言われておりまして、今後もこのような集中豪雨の発生が予想されるな

ど、さらなる被害が危惧されているところでございます。このようなことを踏まえま

して、吉田川及びm支流の河川改修促進並びに吉田川上流部への治水対策、洪水調整

機能としてのダムの早期建設など５項目の要望を昨年末から年明けにかけまして、内

閣総理大臣及び関係大臣、県選出国会議員、宮城県知事並びに関係機関へ町、議会の

皆様とともに要望を行ったところでございます。 
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      決定した治水対策とその進捗についてでございますが、国が昨年12月に今夏の豪雨

を受けまして、吉田川の中流部、大郷境から八幡堂橋までの4,500メートルにおきま

して、堤防からの越水の防止を図るために、災害対策等緊急事業推進費約21億円が補

助されまして、河道掘削事業を実施することで既に施工業者が決定いたしまして、国

交省北上川下流工事事務所では６月から工事に着手する予定としておるところでござ

います。 

      また、吉田川の高田橋上流部の県管理区間におきましては、高田中央橋下流右岸の

災害箇所130メートルが再度災害の防止を目的としました災害関連事業に位置づけら

れまして、災害復旧事業と一部改良事業と合わせて１億6,100万円をもって施工する

こととしておりまして、この着工は９月以降の予定と聞いております。 

      次に、舞野、高田地区の家屋浸水対策はでございますが、今般の豪雨で鳴瀬川水系

の河川整備計画の変更、見直しが進められております。今回の変更は、吉田川上流部、

いわゆる県管理区間も含めた整備計画の策定でありまして、年内にその整備計画方針

が示され、家屋浸水対策につきましても、整備計画に含まれたもので、今後国、県か

ら計画内容が示されることとなっております。 

      続きまして、一級、二級河川以外も継続的な河道掘削が必要ではということでござ

いますが、一級、二有河川以外に町が管理する河川につきましては、11の準用河川で

ございまして、長さ２万4,750メートルとなっております。この準用河川の管理につ

きましては、必要に応じて支障木やごみ等の撤去、堆積土砂のしゅんせつを主たる管

理としておりますので、河道の掘削につきましては、土砂の堆積状況等を見た上で対

処してまいりたいと考えます。 

      治水は住民の安全・安心な生活を守る最も重要な事項でございまして、その実現を

図るために、河川の堤防等の整備強化やダム建設の推進等の促進、これらにつきまし

ては国等へ要望してまいりたいと思います。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      豪雨対策でありますけれども、現在の国が決定した対策及び時期ということでは９

月以降ということで理解をいたしました。また、９月以降の着工ということでありま

すので、これから梅雨の時期に入るわけでありまして、今からいつ起きるかわからな
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いというのが現状ではないのかなと思いますので、我々議会としても、国または県へ

の要望を強めていく必要があるのではないのかなと思います。あわせて、万が一起き

た場合に、前回の避難でありますとか、避難誘導でありますとか、どういうふうに対

応していくのかという部分を……、人的犠牲者が出なかったというのは幸いでありま

したが、家屋または家財の水害による被害というものではものすごい影響であったん

だろうなと思います。もちろん洪水予想地域が変わらないと、なかなか国も県も計画

は埋められないんだろうなと思う中、鳴瀬川水系吉田川の浸水想定区域図が県のホー

ムページの水防課の中に載っているわけでありますけれども、現状は残念ながら、吉

田川のどちらかというと４号線の東側の浸水区域の予測図しかない状況で、私も県の

河川課に電話をしていろいろ聞いてきた中では、これまでの洪水浸水地域の算出する

根拠が最大の降雨量を想定したものではなかったため、上流域の予測がまだできてい

ないんですと。今水防法等の変更もあって、これからそれを見直しをかけてもう一度

防災計画をこれからつくるんですというのが今の県の現状であるそうです。この計画

策定前にまた同じような大雨洪水がないとも限らない状況でありますので、議会も執

行部サイドも県及び国に早期の実行をお願いしていく必要があるのではないかなと思

います。あわせて、工事がなかなか９月以降であるとか秋以降になってしまう現状で

すし、万が一を想定していわゆるタイムラインとよく言われる、ああいった実際水害

が起きるまでにその時間を想定して何時間前からどういうことをやっていかなければ

ならないんだというものを、前回の水害をひとつの教訓としてつくっておく必要があ

るのではないか。今後水防法の見直しに伴って、それが今度は求められる話になりま

すけれども、県等からそういった説明が入っているのかどうか、ちょっとお聞かせい

ただきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      工事につきましては６月から着工ということと、県のほうが９月からということで、

早くやってもらうということはお願いをしていきたいと思います。タイムラインとい

うことですけれども、これは北上川下流工事事務所ともう打ち合わせに入っておりま

して、前回の教訓を踏まえた中で、もう既にスタートしております。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      県からも話が入っているというところで、検討に入る段階にあるというお話であり

ましたので、ひとつ安心いたしましたけれども、昨年の水害の状況を見ると、非常に

県サイドも古川の渋井川を中心とした調査が非常に進んでいる中、比較的吉田川の特

に舞野なり高田地区が水害下部分で具体的な調査をしたり、または対策を打ったりと

いうのが、比較的渋井川支流に比べると遅いように思いますので、ぜひ今後も対策が

おくれることのないように、議会も執行部サイドもこれは一致して協力して進めてい

ただけるように見続けていきたいと思います。 

      ３件目の準用河川の掘削作業というところでありますけれども、土砂の体積状況を

見てというお話でありますけれども、計画的に水がありますので、どこかでよどんで

しまえば結果どこかに必ずひずみが来るはずでありますので、長期的な計画もつくっ

て掘削すべきではないのかなと思いますけれども、今一度、延長２万4,000メートル

とかなりの距離数ではあるわけですけれども、長期計画、中期計画を立てて対応すべ

きと考えますが、いかがでしょう。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      町の管理の準用河川のことでございますけれども、そのとおりいつも越水するとこ

ろとかがあるわけでして、例えば明ケ沢とかああいったものにつきましてはもう工事

が始まっております。また、山田川の掘削をするということもやっておりますので、

計画を立てるというお話でございますけれども、計画ももちろん必要だと思いますけ

れども、ああいったものは場所が特定されるわけではないんですけれども、越水する

場所というのは意外に決まっているというところもありますので、そういったものを

見ながら進めていきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 
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９  番 （浅野俊彦君） 

      計画的にというところで、何らか昔の方々がいろいろ地名につけられた場所である

とか、何らか残っていて、特別データはないんだけれども、どうしてもここのところ

が越水するとか切れるという話が確かにありますので、そういった意味では、先の手

を打って計画的な対応を求めたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野議員、質問の途中ですが、ここで休憩に入ってよろしいですか。 

      では、暫時休憩します。休憩の時間は10分間とします。 

 

         午後２時０５分  休 憩 

         午後２時１４分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      それでは、３件目の質問をいたします。 

      デマンドタクシーのさらなる進化が必要ではということで質問いたします。 

      昨年試行期間を終え、利用者アンケートを踏まえ一部見直しをし、本年４月からデ

マンドタクシーが本格運用に入りました。利用者の声も聞き、常に今が正しいという

わけではなく、進化させていく柔軟性が必要ではないのかなと考えます。 

      そういった意味で１つ、運行エリアを旧町村割から道路割にすべきではないか。２、

利用料金以外の収入源確保も必要では。３、予約方法の改善と予約なし便の活用法を

検討すべきではという３要旨に関しまして、町長の所見を伺います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      それでは、デマンドタクシーの運行エリアということでございますけれども、デマ

ンドタクシーにつきましては、宮床、吉田、鶴巣、落合の４地区と吉岡地区を結ぶ相

互運行としております。これは、公共施設、医療機関、商業施設、金融機関等が集中

している吉岡地区への生活の足の確保を目的としているもので、運行区域の基本的な

考え方は町民バスと同様としているものでございます。 

      運行エリアを旧町村割から道路割にすべきではないかとのご質問でございますが、

道路で運行区域を区切った場合、運行エリアが目で見てわかりやすいといった利点が

あります。しかし、同じ行政区でも利用できる方と利用できない方に分かれてしまう

場合があり、また利用する多くの方が高齢者の方という点でも混乱を招く恐れがある

と考えておりますので、乗降場所の所在地により判断してまいりたいと考えておりま

す。 

      次に、利用料金以外の収入源確保も必要ではとのご質問でございますが、平成27年

度の運行業務委託につきましては、約2,109万円でございまして、利用人数は7,102人、

料金収入については97万2,800円となっております。利用料金につきましては、デマ

ンドタクシー導入の際に高齢者等の負担軽減を図るため70歳以上の高齢者の方は半額

減免の150円、未就学、障害者の方は全額減免の無料にしたものでございます。70歳

以上の半額減免の割合は利用者全体の約63％、全額減免と合わせた減免の割合は約

82％と高い割合を占めております。デマンドタクシーの収入は利用者からの利用料金

のみでありまして、利用料金以外の収入を生み出すことは困難な状況にありますが、

市町村が行うデマンドタクシー運行などの生活交通性の維持に要する経費につきまし

ては、年間運行経費の一部が特別交付税による財源、財政措置になっているところで

ございます。 

      次に、予約の方法の改善と予約なし便の活用法を検討すべきであるとのご質問でご

ざいますけれども、平成27年度の実証運行では、午前の予約は前日の午後５時まで、

午後の予約は当日２時間前までとしておりましたが、平成28年度からの本格運行では、

午後の予約時間を当日１時間前までと改善し、午後の急な予定にも利用できるよう利

便性向上を図っております。また、予約がない便の活用につきましては、次の便の運

行に支障がない範囲で、通常のタクシーとして運行を認めておりまして、タクシー車

両との併用による運行が行われております。今後もデマンドタクシーのＰＲに努めま

して、よりよい運行を目指してまいりたいと考えます。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      まず、運行エリアの話でありますけれども、町政施行以来61年目に入っているわけ

でありますけれども、いまだに旧町村割、これがわかりやすいという話があるのかも

しれませんが、特に吉岡の地区を見ても、西原でありますとか石神沢であるとか、公

共の交通機関、大衡の村民バスなりが走っていなかったり、宮交のバスが走っていな

かったりというエリアがある中、高齢化も進んでいて、実際に病院に行かれるのにも

なかなか苦慮されている方もいらっしゃるのではないかという意味で、目で見てわか

りやすいという話だけではなく、公共の最低限の生活の足であるという視点から、余

りに旧町村割をいつまでも誇示せず、そういった意味で道路割にすべきではないのか

なと考える次第であります。具体的に、乗降場所の所在地により判断してまいりたい

ということでありますが、乗降場所の所在地による判断とは具体的にどういった内容

であるのかお聞かせいただきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      乗降場所の所在地というのは、旧町村単位という意味でございまして、今までどお

りということでございます。決して、旧町村の名前にこだわっているということでは

全くないんですけれども、わかりやすいといいますか、それを直せというお話かもし

れませんけれども、そういうことです。道路ですとどうしても両方にまたがる地区も

出てくるというということがあったりすると、そこで乗れる人、乗れない人、なかな

かその辺がまた混乱する状況になるということでございますので、決して旧町村のあ

れにこだわっているわけではないんですけれども、やっぱりわかりやすい便利性のあ

るやり方という判断でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 
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９  番 （浅野俊彦君） 

      ぜひ、吉岡でも確かに吉田との境にあるエリアもあったりして、地区割にするとな

かなか不平等な感もあり、なおかつ生活の支障になるような状況もあるように思えま

すので、今後の方向性として、道路割、利用者の最低限での生活の足という意味での

進化を期待するところであります。 

      時間もちょっと限られてきましたので、次の要旨に入らせていただきたいと思いま

すけれども、利用料金以外の収入源の確保というところでありますけれども、具体的

に今後継続していく中では負担の重くなる話の中で、乗降場で多い病院であるとか商

店街から広告収入の一部として何らかをいただくだとか、きのうのチラシに新しいデ

マンドタクシーのチラシが公示されておりましたけれども、こういった用紙をつくっ

た協賛金の部分を一部費用に認めるとか、いろいろネーミングライツを一部活用して

収入を得る可能性もあるのかなと思いますが、今一度ご答弁をお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      どこで終わりにするといっても、どこで終わりになってもどっちかというのは必ず

出るんですね、その堺のところというのは。その難しさはあると思います。 

      それから、広告収入とかの話ですが、確かにそういうこともあるんだと思います。

その広告につきましては、逆に言うと無料でつくってもらったといいますか、広告収

入をもって業者がつくったということでして、そういった収入、直接こっちに入って

くるわけではないんですが、違った費用の面で使わせてもらったところもあります。

いろいろ検討します。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      浅野俊彦君。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      あと２分と押してまいりましたので、予約方法の改善のお話に入りたいと思います。

実際に本格運用になりまして、午後便の申し込みが１時間前まで可能だということで

変わりました。それでまた利用者の利便性が上がったのも事実でありますが、確かに
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朝１便７時半の便に関しては前日の申し込みというのはある意味納得ができるんです

が、それ以降の２便以降のところ、９時、または10時半といったところに関しても、

前日ではなくて１時間前とかにできる可能性はあるのではないのかなと思いますので、

業者側とも交渉をしていただきたいなと思います。 

      もう一点確認したいのは、予約便なしの場合にはタクシーの併用を認めるという話

でありますけれども、予約便に関しても結果的には契約している金額から減額はしな

い状況でありますよね。という中で、予約便がない場合の便をどう使っていくのかと

いう部分は今後の課題ではないのかなと思って、私も今後調査、研究をしていきたい

なと思います。時間が押していますか、済みません。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁いりませんね。 

 

９  番 （浅野俊彦君） 

      はい、結構です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      それでは、以上で浅野俊彦君の一般質問を終わります。 

      それでは、次に、３番犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

      去る３月27日の町議選におきまして、初当選をさせていただきました、公明党の犬

飼克子でございます。本６月定例会におきまして、一般質問をする機会を与えていた

だきまして、感謝申し上げます。私は、選挙戦で訴えてまいりました公約の実現を目

指し、大和町の発展と町民の福祉向上のために一生懸命頑張りますので、関係各位の

皆様、何とぞよろしくお願い申し上げます。町民から寄せられました要望と私が常日

ごろから考えておりますことについて、順次質問をさせていただきます。町長並びに

町当局の皆様の誠意あるご答弁をよろしくお願い申し上げます。 

      まず初めに、緊急情報の際の防災無線について質問をいたします。 

      緊急情報を聞き逃しなく。災害時に広報体制は整っておりますか。防災無線初め、

メールやツイッター、ホームページなどが整っておりますが、肝心の豪雨等のときに
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は必ずしも広報体制は万全ではありません。ＳＮＳが使えない方がたくさんおられま

す。住宅の高気密性等で防災無線の聞き逃しの声が多く聞かれております。その対策

をどう対処していくのか、町長のご所見をお伺いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、犬飼議員の緊急情報を聞き逃しなくについてのご質問についてお答えい

たします。 

      町では、災害時の広報活動の手段といたしましては、地域防災計画で定めておりま

す一つとしまして、防災行政無線による放送、２つ目にはホームページへの掲載、３

つ目には緊急速報メール、エリアメール、登録メール、ツイッターを通じての広報、

４つ目には広報車による巡回、５つ目にはテレビ、ラジオ、新聞等報道機関を通じて

の広報、６つ目には町の職員、また消防団員の皆さんによる対象地域の住民等への伝

達と災害の状況に応じた広報活動を行っているところでございます。 

      昨年９月の関東・東北豪雨では、吉田川の落合水位観測所におけます避難判断水位

6.8メートルに達する時間帯が深夜になる見込みでありましたことから、避難準備や

避難勧告の段階を踏まずに避難指示を発令しまして、その伝達手段といたしましては、

防災行政無線と避難指示対象地区の消防団員の皆さんによります全世帯への周知と避

難所までの誘導を行いました。 

      ご質問のありました広報活動手段の一つであります防災行政無線放送の緊急情報の

聞き逃し対策といたしましては、防災行政無線の放送内容を確認できるダイヤルサー

ビス、携帯電話やパソコンに配信する登録メールサービスがありまして、ご利用方法

については広報誌やホームページでご案内をいたしているところでございます。 

      昨年９月の関東・東北豪雨を教訓といたしまして、災害の状況に応じた緊急情報の

広報活動に今後努めてまいりたいと思っております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 
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      災害時に、防災無線による広報体制は、先ほどのお話のように整っておりますが、

昨年の９・１１の関東・東北豪雨災害のような肝心の災害のときに防災無線の聞き逃

しで避難がおくれたとの声も多数聞いております。ご存じのとおり、我が家も高田で

あります。吉田川のすぐ近くに住んでおりますので、昨年の９・１１の豪雨災害では

大変な被害にあいました。私自身被災しておりますので、被災したたくさんの皆様の

ご苦労が痛切に身に染みて感じております。そんな中、９月12日には公明党の国会議

員３人がすぐさま吉田川の緊急現地調査に駆けつけてまいりました。被害が大きかっ

た吉田川周辺も調査し、この現地調査をもとに９月24日の参議院災害特別委員会で質

問をしていただき、激甚災害への早期指定や稲作農家に対する支援を国に要請してい

ただきました。その結果、平成27年の10月６日の閣議決定において、大和町の激甚災

害が決定いたしました。水害の際には、町長を初め町の職員の皆様のご尽力には大変

感謝いたしております。 

      さて、防災無線におきましては、現在の建物は高気密になっていて、大雨などでは

特に聞こえない。さらに昨年の５月からデジタル化になっておりますが、時々途切れ

て聞こえづらいとも聞いております。再度聞くための聞き逃しテレホン案内サービス

があると聞いておりますが、６月号の広報たいわの最終ページにも掲載されておりま

したが、１年間で何件の利用状況があるのかお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ９・１１、改めてお見舞い申し上げたいと思います。 

      フリーダイヤルを使った利用回数ということでよろしいんですよね。利用回数につ

きましては、１年間、平成27年４月から平成28年５月30日まで630回。平均すると45

回ぐらいでございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      住民の防災意識が高まっていることから、防災強化を進めていただきたいと思いま
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す。防災無線のテレホンサービスは現在有料となっております。ここに気仙沼市の取

り組みの資料がございます。気仙沼市はことしの４月から緊急情報の聞き逃しを防ぐ

ための防災行政無線テレホンサービスをフリーダイヤル化しました。同サービスは、

防災行政無線で放送した１時間前までの内容を音声案内で確認できるもので、無料に

してほしいとの声が相次いでいたそうです。東日本大震災以降、住民の防災意識が高

まり、さらなる防災対策の強化のため、音声案内の無料化をしたとあります。我が町

でも、昨年の９・１１関東・東北豪雨災害があったので、町民を災害から守るための

サービスはぜひ無料化にすべきと思いますが、ご所見をお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      この件につきましては、気仙沼の例があるようでございますが、大和町でも無料化

は今考えております。それで、フリーダイヤルになりますので、0120という形になり

ますけれども、今その方向で準備に入っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      災害はいつ来るかわからないので、ぜひ無料化を早急に対応していただきますよう

強く要望いたします。 

      次の質問に入らせていただきます。 

      次に、防災会議に女性委員の複数登用をでございます。防災会議条例によりますと、

委員は26人以内となっております。しかし、委員構成の現状を見ると、女性委員は１

人となっております。女性委員をふやし、助成ならではの防災体制を整えるべきと思

いますが、町長のご所見をお伺いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      ただいまの、防災会議に女性委員の複数登用をについてでございますが、大和町防

災会議の委員につきましては、大和町防災会議条例で26人以内と規定しておりまして、

委員の構成は指定地方行政機関の職員、あるいは県知事の部内の職員、３番目には大

和警察署長、４番目町長の部内の職員、５番目町教育委員会教育長、６番目黒川消防

本部消防長及び町の消防団長、７番目には指定公共機関又は指定地方公共機関の職員、

８番目にその他町長が必要と認めた者という形でございまして、町長が委嘱、あるい

は任命をいたします。大和町防災会議条例は、災害対策基本法第16条第６項の規定に

より定められておりますが、委員につきましては、特定の職にあるものを当てはめる、

いわゆる充て職であることも事実でございまして、現状では女性委員は大和町婦人防

火クラブ連合会長の１人だけとなっております。 

      防災会議は平成27年２月13日に地域防災計画の改定について協議を行うために開催

いたしておりますけれども、それ以降は災害会議で協議するような議案がありません

でしたので開催してはおらないところでありますけれども、全国的に見ましても、地

方防災会議への女性登用は少ない状況であるようでございますが、女性ならではの考

え方や視点があると思いますので、女性委員の複数登用につきましては、次回の選任

時期に考えてまいりたいと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      ここに政府の方針の新聞報道がございます。６月１日付の新聞でございます。防災

会議の女性委員が７％でございます。政府は５月31日、20016年版の男女共同参画白

書を閣議決定したそうです。地域防災を担う市区町村の防災会議に参加する女性委員

の割合が、何と7.7％にしかなっていないとの調査がございます。今後女性の登用を

積極的に進めて、防災施策への男女共同参画の視点を導入すると明記しております。

防災会議は、地方自治体の職員や有識者らが集まり、防災計画などについて協議する

場でございます。災害時の避難所運営では、着がえ場所や授乳スペースなど、女性目

線の対策が必要となるため、政府は女性の意見を取り入れるよう求めているとござい

ます。熊本地震を踏まえて、政府は大災害の際に設置する避難所で、女性に配慮した

運営を図るため、全国の市町村に職員向けの特別研修を実施するよう求める方針を固
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めたそうです。将来的には、各自治体に女性の視点をいたした避難所運営のマニュア

ルを作成してもらう考えだとも政府筋が明らかにしております。内閣府による熊本地

震の調査では、避難所で暮らす女性が授乳や着がえの場所がない、下着を干しにくい

といった悩みを抱え、ストレスの一因になっている実態もわかっております。これま

での各自治体による独自の再開対応研修では、女性の利便性が十分考慮されていると

はいえず、平時からの対策強化が急務であると思います。大和町で足りない対策は何

かを議論し、防災計画に反映させるためには、防災会議への女性委員の複数登用を強

く要望いたしますが、町長のご所見をお伺いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      女性の視点というのは大切だということで、先ほども申しましたけれども、次回か

らの選任につきましては、そういったことも考慮して委員を選任したいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      平時からの対策が急務と思いますので、次回の選任時と言われましたが、いつごろ

になるでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      防災会議というのは、会議を開く必要性のあるときにそういった会議が催されます

ので、次回開催があるときになります。ですから、いつごろとか何月何日というもの

ではなくて、会議の性質がそういうものですから、よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      平時からの対策が急務と思いますので、早急な対応を要望いたします。女性の視点

でチェックし、防災体制を改善していけば、女性だけでなく、高齢者や障害ある人、

乳幼児、子供も含めた全ての人のためになると思います。町民の命と生活を守るため

に、女性の意見を反映していただけるようご期待申し上げます。 

      次に、３つ目の質問に入らせていただきます。 

      ３点目は、投票率アップについてでございます。期日前投票について、入場券にあ

らかじめ理由を明示したものに記入していけば、即投票用紙を受理できるのではない

でしょうか、それが投票率アップにつながると思いますが、町長のご所見をお伺いい

たします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまの、ご質問ですが、選挙は選挙投票日に投票時において投票す

ることを原則とはしておりますけれども、期日前投票制度は、選挙期日前であっても

選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みでございます。期日前投票は、選挙

期日に仕事や外出の予定があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書

の提出が必要となります。 

      本町の期日前投票の手順でございますが、まず、投票に来られた方の投票書、入場

券のバーコードを読み取りまして、氏名、年齢等から本人確認をいたします。次に、

投票日に投票にいけない理由をお尋ねしまして、宣誓書を印刷いたしております。記

載されている氏名の振り仮名、生年月日及び住所に間違いがないか確認していただい

た上で漢字で署名していただきまして、投票用紙を交付するという流れになっており

ます。そういうことで、投票者につきましては、基本的に署名するだけで投票ができ

るシステムでございます。 

      議員ご質問の投票所入場券の裏側に宣誓書を印刷することで、投票者が事前に必要

事項を記載することができ、期日前投票所での手続きの簡素化を図るものとのことで

ございますけれども、これは、近隣市町では大崎市、加美町で導入しておりまして、
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郡内ではまだ導入していない状況ではございます。ただしこの方法でありましても、

期日前投票所で受けつける際は、持参した宣誓書に基づきまして本人の確認と記載項

目に誤りがないかを確認する必要がありますので、本町で今実施しているバーコード

方式の期日前投票とほぼ同じ時間を要するものと選挙管理委員会から報告は受けてお

ります。 

      投票率の傾向につきましては、郵政解散選挙と言われました平成17年９月執行の第

44回衆議院議員選挙は、全体で62.88％、20代から30代の平均投票率は48.13％。政権

交代や子ども手当が争点になりました平成21年８月執行の第45回衆議院議員選挙は、

全体で66.38％、20代から30代の平均投票率は51.48％となっておりまして、争点が明

確な選挙は有権者の方々の関心も高く、投票率が高いものと推察しております。 

      なお、７月に予定されます参議院議員選挙につきましては、衆議院解散による衆・

参同日選挙の可能性が直前まであったことから、期日前投票所の混乱を避けるため、

受け付け方法の変更はしないこととして準備を進めております。投票率向上のために、

成年者はもちろんのこと、児童・生徒への啓発活動とあわせ、有権者の皆さんにとっ

てどのような方法が投票しやすく投票率向上につながるか、引き続き調査研究を進め

てまいりたいと思っております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      有権者の皆さんにとってどのような方法が投票しやすく投票率向上につながるか、

引き続き調査研究を進めてまいりたいとご答弁されましたが、引き続き調査研究とい

うのは、どのような方法で調査研究をされるかお伺いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      どのような方法ということでございますけれども、例えば期日前投票の日数の問題

とか、場所の問題とか、あとは先ほどお話にあった印刷の問題につきましては、印刷

をすることはやぶさかでないと思います。ただ、そのことによって投票が速くなると
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いうものではないということはご理解いただいたと思いますが、どうしてもシステム

上、本人の確認とか事由の確認とかそういったことはやらなければいけないものです

から、今もただ署名してもらうだけでありますけれども、前もって署名してもらうと

いう分についての時間の短縮になるということも一つの考え方とは思いますので、そ

の辺の調査といいますか、加美とか大崎市でもやっているということでございますか

ら、そういったところの確認といいますか、いいところ、悪いところ、そういったこ

とも調査したいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      ７月の参議院選挙から、選挙権が18歳以上になります。本日黒川高校に出前講座に

行って模擬投票等を行っていると聞いております。若者が政治に興味を持ち、さらに

選挙に参加しやすいように、棄権をしないようにするために、投票率アップをするた

めには、やはり期日前投票がとても有効だと思います。しかし、期日前投票について

は、町長のご所見にもございましたが、宣誓書を書くときにいろいろ聞かれて不快な

思いをされている方も、しつこいなどたくさんお聞きしております。ある新聞の声の

欄に、69歳の男性からの投稿が載っておりました。「私に選挙権が与えられてから50

年近くたちましたが、楽しいと思って投票に出かけたことは一度もありません。投票

所の雰囲気も楽しくありません。シーンと静まり返って、複数の目が何かを監視する

ように映ります。これに少し緊張感を覚えるのも楽しくない一因です。しかし、私は

よほどの理由がない限り棄権しないようにしています」とありました。不正がないよ

うに監視するのは当然のことではございますが、特に期日前投票については、手続き

時間がかわらないとのご答弁がございましたが、行きにくいとの声としつこいという

声がありますので、投票日に行けない理由を聞かれるのが嫌だとの声も多く、これが

なくなれば、少しでも時間をとらないというよりも、少しでも不快な思いをしない人

が投票に行くのではないかと確信いたしております。入場券のはがきの裏に書いてい

って、すぐ投票用紙をいただけるように、利便性をぜひ図っていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      投票所が楽しくないということですが、投票を楽しくということではなく、やはり

義務、責任ということで行くわけですから、その辺は真剣にやってもらいたいと思い

ますし、それから、しつこいとかというお話も、確かにそういうことがあるのかもし

れません。ただ、これはこういった決まりがあって、やらなければいけないというこ

とで、本人の確認とか、特に期日前にはそういったことがございます。できるだけソ

フトに対応するということについては十分注意をしたいと思いますが、確認作業につ

いては、これはやむを得ないのではないかと思います。それから、期日前の印刷とい

うことは、先ほども言いましたけれども、それはできることだと思いますけれども、

それにしても確認はしなければならないということです。やっぱりそれだけでぽんと

出されて、ああそうですかということではないので、この辺については、これから新

しく投票する18歳以上の高校生の方もそうなんだと思いますけれども、そういったも

のであるということの一つのルールといいますか、その辺はやむを得ないのではない

かと思います。シーンとしてみんなに見られるというけれども、やっぱりそれもみん

な見るためにいるんですね、不正がないように。だから、この辺はちょっと難しいと

ころがあるんですけれども、そういうことで、義務を果たすということの一つだとご

理解いただきたい。なるべくソフトに対応するということは努めてまいりたいと思い

ます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      犬飼克子さん。 

 

３  番 （犬飼克子君） 

      これはあくまでも新聞の投稿でございます。７月の参議院には間に合わなくても、

隣の加美町は３年前から、大崎市は昨年より行っております。郡内で実施していなく

ても、まず我が町から実施していただきますように、一人でも多くの方が選挙に参加

し、民意を反映できるようにご期待申し上げ、１回目の質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      以上で、犬飼克子さんの一般質問を終わります。 

      次に、２番今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      先ほどの犬飼議員と同じく、議員１年生でございますので、どうぞよろしくお願い

します。 

      私のほうからは、商店街を含むまちづくりについてと通学路の安全確保について、

２件６要旨を準備してまいりましたので、町長にお伺いさせていただきたいと思いま

す。 

      まず１件目、商店街を含むまちづくりについてです。まちづくりについて以下の３

点を町長にお伺いします。１つ、今まで何度か商店街の調査・診断を行ってきました

が、大きな成果を上げるところまで結びついていないように感じます。商店街の活性

化にかける思いをお伺いしたいと思います。２つ目、町長選のときおっしゃっており

ました若手商工人や宮城大、企業との連携で活力ある商店街を目指す。その意味をお

伺いしたいと思います。そして３点目、商店があるから人が集まってきたのではなく、

人が集まってくるので商店街ができたわけで、公共施設が多くあった吉岡に商店が集

積されました。しかし、役場や黒川病院が移転し、町が拡散され、回遊するお客様が

少なくなり、結果にぎわいを失ってきたように感じます。商業地の再生を考えるには、

総合的なまちづくりの計画が必須で、どのように商店街のある地域に付加価値をつけ

ることができるかがポイントになると思っております。そういう立地をよくする手立

てはないのでしょうか。以上３点を町長にお伺いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問でございますが、商店街も含むまちづくりについてのご質問でご

ざいました。今までの商店街に関しての計画といたしましては、商店街が郊外型大型

店の進出や消費者ニーズの多様化などの商店街におけますさまざまな問題に対応でき

ておらず、将来が憂慮されるため、中心市街地である吉岡地区を対象に居住産業が一

体となった新しい地域づくりのモデルとなり得るまちづくりマスタープランの整備が

急務になりましたことから、大和町中心市街地地区構成基本計画報告書を平成４年に
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策定しておりまして、この報告を受けて、平成５年に大和町商工会中町振興会で作成

しました大和町吉岡中町地区商業地再生基本計画があります。さらに平成９年には、

大和町中心市街地マスタープランを策定しておりまして、計画策定のためにその都度

調査が実施されていることと存じます。 

      特筆すべきことは、大和町商工会と中町振興会が策定した大和町吉岡中町地区商業

地再生基本計画であります。商店街を構成している個店の繁栄のためだけではなく、

町の衰退を引きとめ、繁栄に導くための有力な手段として、地域商業の振興をまちづ

くりの視点で描いております。具体的には、交易センターを核に複合商業施設、共同

店舗を整備しようとするもので、まさに現在のショッピングモールに通じるところが

あるものでございます。しかしながら、その整備のために各個店の移転等を伴うこと

から、古典の理解と協力を得ることが難しく、実施には至らなかったものと認識して

おります。現在の商店街振興計画につきましては、これらの計画を受けまして、大和

町都市計画マスタープランの中で、中心商業業務地ゾーンとして位置づけがなされて

おります。商店街は商業者の集積として地域経済において重要な役割を担うとともに、

地域の暮らしを支える生活基盤として多様なコミュニティ機能も担ってきました。し

かし、近年、商業者の高齢化と後継者不足等の問題も顕在化しているところでもござ

います。 

      今般の映画「殿、利息でござる」の上映を機会に、旧御本陣に吉岡宿案内所を５月

７日にオープンいたしました。オープンから５月31日までの吉岡宿案内所の来所者が

3,465人と、１日平均151人に達しておりますことから、町としてもこの機会を好機と

捉えております。また、旧街道沿いにのぼり旗やペナントの設置や特に空き店舗のシ

ャッターを利用したシャッターアートを実施したことで、今までの商店街の風景と違

ったものになってきているものと感じております。商工会や各個店におかれましても、

創意と工夫のもと、さらに商店街の活性化に取り組んでいただけることを希望します。

町でも商店街の振興を担う商工会と連携しまして、商店街の活性化にさらに尽力して

まいりたいと思っております。 

      最後に、若手商工人や宮城大学、企業との連携で活力ある商店街を目指すについて

お答えいたします。平成27年４月24日に宮城大学と連携協力に関する協定を締結いた

しております。締結の内容といたしましては、人材育成、文化振興、産業振興など、

まちづくりの各分野での協力を明記しております。町内企業との連携も踏まえて、こ

れから宮城大学が持つ人的、知的資源、研究成果などを活用し、活力ある商店街の実

現に向けて一緒に進めてまいりたいと考えております。以上です。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      ご答弁内にありました、平成４年に大和町が発行しております大和町中心市街地地

区構成基本計画報告書の中には、吉岡町の核の形成ということで、商業、カルチャー

サービスの機能の複合した町、核の形成とか商店街の活性化として老朽化した建物の

共同化、協調化、安全に歩ける道路公園の整備等々、いろいろなハード面に対して考

えられている部分が多くみられております。そしてまた、大和町の商工会で出してお

ります、先ほどご答弁の中にもありました商業地活性化基本計画報告書、これは午前

中に髙平議員もおっしゃっておりました、中心市街地の活性化法、大店法が廃止され、

大店立地法にかわってまちづくり三法とかそういうお話だったと思いまして、先ほど

言いましたような基本計画が実際できておった。それを中心市街地活性化法を使って

それも利用可能だった基本計画ができていたということで、そういったことあった。

しかし、余りにも大きなまちづくり計画だったために、商店街のほうがちょっとひる

んだという形なんでしょうか。そういったようなものがありまして、実行には移され

なかったような経緯があったんじゃないかなと思います。そういう大きな面から、最

近では空き店舗をどうしようかというような、商店街をどうするかではなく、商店街

にするためにはどうしたらいいんだろうかというところまで、何となくトーンが下が

ってきているように思うんです。そこあたりを、そういうようなところまでになって

しまったところで、町長はどのようにお考えかなというところをお聞かせ願いたいと

思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      商店街の現状というか、そういった状況であるということは非常に残念に思います。

お話のとおり、マスタープランとか中町地区商業地区再生については、非常に大きな

プランで、共同のテナントとかそういったことがあってというのを私も覚えておりま

す。そういったことについて、なかなかそのまま進まなくてということで、今ひるん
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だというお話がありましたけれども、確かにそういった、我々も商人として見たとき

に、おっとなった記憶は私もあるんです。あのことについて、行政側にも何でこんな

ことをするんだという意見もあったような気がしておりますし、商店街の方からも、

いろんな意見があったような気がする計画でした。そういうことで、それがなかなか

進まなかったということで、今の状況についてでございますけれども、商店街の活性

化というよりも、店の１軒１軒をという状況になっているということなので、非常に

残念なことだと思っております。何からスタートすればいいのかということになって

くると思っておりますが、商売をやっている個々の方々は一生懸命努力されていると

思いますので、町として、単発ではありますけれども、起爆剤的なことでいろいろや

っているものですから、こういったことが点が線、あるいは面に広がっていくといい

ますか、そういったふうにつながっていってもらえば大変いいんだろうなと。町がま

ずやることが点になれば、起爆剤になれば、それをつないでいって活動が広がること

が大事なんだろうなと思っております。 

      この間のまほろば大学の開講式に蔵王の教育委員関係の方が来られて、真田村につ

いてお話をされておられました。そのときに、行政でできることと住民の方がやれる

ことと、そういったものがうまくマッチしていける状況になるということがいいんだ

と思って、そういう成果が出ているということで聞きましたけれども、やはり、ある

組織だけではなくて、いろんな組織、あるいはいろんな人が一緒になってやっていく

という力といいますか、抽象的な言い方になりますけれども、そういったものが求め

られているのではないかと思います。それぞれの役割を一つ一つ果たすものが、さっ

き言いました、つながって面になるといった展開が今必要なんだろうなという思いは

あるところです。そのためには、さっき言った映画の今の状況などは、一つのいい起

爆剤になってくれるのではないかなという思いもあります。ちょっと回答にはなって

いないかもしれませんけれども、思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      行政と住民が同じ方向を向けるというんでしょうか、やっぱりみんなで同じまちづ

くりを考えるというような、同じ方向を向くようなことというのは大変必要なことか

と思うんです。１ずつの力が同じ方向を向くことによって100人だと100の力になるん
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じゃないかなと、ベクトルの向きというか、大きさ、そういったもののようにも思い

ます。そういった気持ちが商店街だけではなく、町の運営のほうとかそういった理解

という言葉かもしれませんけれども、そういうものが得られるのならば、いい方向に

向かうのかなと思うんです。ここの個人もそうなんですけれども、やはり組織という

ものがある以上、先ほど商工会というお話も出ましたけれども、そういったものとの

連携というものは欠かせないものじゃないかなと思います。そことの話し合いという

ものがものすごく大切かなとは思うんですけれども、どうしても会議、先ほどの中町

で行われました商業地活性基本計画書みたいなものをつくりますよみたいな形で、大

きく大上段に構えて会議なんかを持ちますと、どうしても本来思っている意見が言い

づらかったりとかいうことがある。常日ごろから町の職員と商工会の職員、もしくは

商店街の若い者たちが集まれるような形をつくっていて、ここのところはこうしたら

いいねという話を普段できれば、そういうときに対処できるのではないかなと。いま

だに中町の中心であります西友跡地、ああいうものも常日ごろから話し合いを持って

いることによって、こういう空き店舗ができちゃったんだけれどもどうしようかね、

じゃあ、この間話していたような形で進められないだろうかというような、そういう

ものに持っていけるのかなと思うので、やはり会議というような形のものではなく、

常日ごろのものがまちづくりになっていけるのかなと思うんですが。商工会と町との、

まちづくり課なのか産業振興課なのかわかりませんけれども、そういった接点という

か、常日ごろの会議というか、まちづくりに関してそういう話し合いみたいなものは

持たれてはいるんでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      商工会と町の関係ということでございますけれども、常日ごろ定期的に、例えばこ

ういった打ち合わせをするとか、そういったものはないと思っております。例えばま

ほろば夏まつりがあったときの集まりとか、今回の映画のときの集まりとか、そうい

った一つの目的というんですか、常に意見の交換を自由にするというものではなくて、

あることについての意見の交換という場はあるわけですが、常日ごろからのフランク

な、定期的な懇談の場は持っていないのが現状です。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      町長はそういうものの必要性は感じませんか。まちづくりにおいてそういうような、

商工会だけではなく、そういう団体と常日ごろ話し合いを持つようなものというのは。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      必要性というか、そういうものは大切なことだと思います。ですから、かしこまっ

て集まって意見の交換ということではなくて、常に思っていることを言い合えて、ア

イデアの積み重ねができるという場は非常に大切だと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      「殿、利息でござる」この映画の影響で、大変吉岡にお客様がいらっしゃっていた

だいております。それで、住民の方からもお話をいただくんですけれども、ちょっと

後手後手に回っているんじゃないか。そういったことに関してお客様がいっぱい来る

けれども、商店街での対応が余りにも鈍いんじゃないかというようなお話を聞いたり

して、実際そうだなと思うんですが、どうしても我々はそういったものには慣れてい

なく、町としても慣れてはいないところだと思うんですが、町ではプロジェクトチー

ムをつくって早急にどういったことをしようかというお話をしたり、動いてはいただ

いて、のぼりとかフラッグをつくっていただきました。そして、町を飾ってはいたん

ですが、そういうようなところに、商工会というか、商工人の代表が入っての合同的

な会議というものが持たれずに進められたということで、商店街のほうとしても、ど

の程度町としてやっているんだろうかとか、我々はどういったところをやればいいん

だろうかというような調整がうまくできなかったように思うんです。そういったよう

な、せめてそういうところからでも商工会と町とがうまく動ければなと、ちょっと残
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念なところは思ったんですが、そういったところは感じませんでしたでしょうか。 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今回の映画関係につきましては、そのとおり、どうしても後手後手といいますか、

何をやっていいかわからなかったということがあったりして。町でもプロジェクトチ

ーム、若手の有志という方々に集まってもらっていろいろやったところですけれども、

何をしていいかわからない、どういったことがやれるんだろうというところから入っ

ていきましたので、そういった意味では十分な対応ではなかったと思っております。 

      あと、商工会との連携ということについては、最初の段階では町だけでプロジェク

トを組んでしまいましたのでお話する機会はなかったと思っておりますが、その後に

いろいろお土産とかではご相談させてもらったとは思っております。なかなかうまく

通じなかった部分があったのか、そういった面で、回数的なものとか内容が密にでき

たかというと、その辺については不足していたかなという思いはあります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      やはり、常日ごろから商工人と町と接点があれば、そういったことにもすぐ速やか

に対処できたのかなと思われますので、何かそういう機会といいましょうか、そうい

った話の中からまちづくりというものは実現していくのかなと思いますので、機会を

多くしていただきまして、担当者と協議できるようなものができればなと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

      それでは、次の……。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      ２件目に入りますか。 

 

２  番 （今野信一君） 

      ２件目ではなくて、第２要旨のほうなんですけれども、町長がおっしゃっておりま
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した、若手商工人や宮城大、企業との連携ということで、先ほど宮城大との連携協定

を締結したというお話ですが、そこの中には人材育成とか文化振興、産業振興なんか

が含まれているようなんですが、それはどのように行われているのか、そしてまた、

町が直接人材育成ということで、商工人を大学のほうにとかそういうことまで考えて

いらっしゃるのか、そういったことをお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      宮城大学との連携ということでございますけれども、人材育成といった場合には、

今の段階では商工人の方々ということではないのです。町の職員が事業に参加をする

とか、そういったことで現在は進んでおりますけれども、今お話しのとおり、商工人

の方々がそういうことを望むということがあれば、それは一つの方法として宮城大学

との連携の中に組み込むことは、これは相手がある話ですけれども、そういったこと

ももしかしたら可能なのかもしれません。そういったこととか、今回宮城大学の学生

がまちづくりコンテストいう形でテーマを出して応募してもらうというものを今学校

のほうにＰＲというか、説明会等をやっております。そういったことで、前には西友

の跡地の利用法とかいろいろあったような話も聞きますけれども、今度は町が宮城大

学にお願いをして、こういった形で参加しませんかという声かけを今実際にやってお

ります。 

      それから、これはまだまだ先の話になりますが、宮城大学として、大和町をフィー

ルドとしていろいろ考えていきたいという考え方が一つあるようです。これは、何と

いう具体のものではないにせよ、こういった地域をフィールドにしていろいろな活動

をしたり、研究をしたりしたいというお話がありました。まだ正式にはなっておりま

せんが、例えば今やっている御本陣の案内所は、一応映画がある間ということで１年

間という考え方を持っておりますけれども、その後あそこを宮城大学の拠点という形

にして使ってもらうことも考えられるのではないかなと、これは提案ですが、そうい

ったこともしております。そういったことで、学生の方々にいろんな形で参加しても

らうというか、町に興味を持ってもらうとか、こっちに来るようになれば、そういう

ところで商店街の方々とのいろんな交流もできるとか、そういった広がりができてい

くのではないかと思っております。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      町と宮城大学との中に商工人も入れるような形で、意見を吸い上げていただいて、

そういった町づくりというものがなされればいいかなと思います。どうしてもお勤め

の方とは違い、我々商工人というものは、朝起きてご飯を食べて、さあ出かけますで

はなくて店を開けて商売を始める。夜になればそのまま店を閉めてご飯を食べて寝る

と。一日中24時間を大和町の中で過ごしている。お勤めの方ですとどうしても日中は

大和町外にいらっしゃったりとか、大和町内にお勤めの方ももちろんいらっしゃいま

すが、そういう中では、やっぱり大和町にかかわる時間帯が多いということでは思い

が強いといいましょうか、ここはこうあったらいいのになとかいろいろ思うところが

あるんじゃないかなと思います。もちろん商工人だけではなく、一般の主婦層なんか

もそうなんでしょうが、そういった方々はやはり町に対しての意見というものを結構

お持ちじゃないかなと思いますので、そういった方々のお話を聞いていただき、まち

づくりに利用していただければなと考えますし、そうあるべきじゃないかなというも

のを感じ、そこをお願いしたいなと思います。 

      ということで、第３点のほうに移らせていただきたいと思うんですが。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野議員、１時間経過したので、暫時休憩させていただきます。 

      休憩時間は10分間といたします。 

 

         午後３時２１分  休 憩 

         午後３時３１分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ２番今野信一君。 
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２  番 （今野信一君） 

      １件目の商店街関係、第３要旨、もう少し質問させていただきたいと思います。 

      立地産業という言葉がございまして、商店街なんかではよく使う言葉でございます

けれども、立地がよければ商売が繁盛する。人が多く集まればそれだけ商売につなが

るというお話です。立地をよくするためには交通量を多くする、先ほど午前中に髙平

議員もおっしゃっていました。道路を拡幅してセットバックをしたりして、町長はそ

れによって通過道路になってしまう、そういうこともあるでしょうけれども、まず人

が多く入ってもらわなければならないということもあるでしょう。そしてまた、公共

施設があって、そこに行かねばらならい人たちもあるという、人がにぎわいを出すよ

うな条件というものがいろいろあると思います。もちろん有名店を呼んでくる、大き

な核店舗を備えつける、アミューズメント施設ですとかそういう施設をつくり出すこ

とによって行く必要性が出てくる。そういったことによってにぎわいというものが創

出されてくる。それで人がその間を行き交うことによって商店がにぎわってくるとい

うような、商店がそこで発生するというようなことが出てくるのかなと思います。で

すので、やっぱり付加価値をつけないことには、空き店舗に助成金を出して起業家に

来てもらったりとか、そういうこともあるんでしょうけれども、付加価値がない限り、

人がいっぱい来ない限りは、そういった空き店舗をじゃあ自分が使って商売をしよう

かと思う方がいらっしゃらないんじゃないかなと思います。そこで、町の総合計画の

中で中心市街地を考える上で、商店街の近辺にそういったものをつくり、商店街が活

性化するような形のまちづくりというものが必要なんじゃないかなと思いますが、そ

ういった大きな面で捉えて、町長はいかがお思いでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      町の活性化ということで、商店街に価値があるものを持ってきてというお話でござ

います。それは一つ間違いなくそういうことだと思います。まちづくりをするに当た

って、どのエリアを町と考えるかの見方もあるんだと思っています。商店街、病院が

外れたといいますが、人口がふえてくることによって町のキャパが大きくなってくる

ことによって、そういった移設ということも必要になってくる。大和町の場合はそう

いうことがあったと思いますけれども、そういったこともありますので、付加価値の
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あるものがそばにあるということは間違いなくそうだと思っておりますが、これがこ

ちらに来たから分散したという見方ではなくて、町が大きくなったという見方も必要

なのではないかと思います。ただ、そういった中での付加価値のあるものをまたその

エリアに持ってくるということも方法の一つとしては大変結構なことだと思いますが、

さてどういったものがいいのかなということが今度はいろいろ課題になってくるんだ

ろうと思っています。どういったものということに限らず、そこまで具体に言わない

中での付加価値のあるもの、そういったものについては、方法の一つとしては間違い

なくいいことだと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      午前中にもコンパクトシティというお話がありました。やはり、昔の吉岡地区とい

うものがまさしくそれじゃないかなと思うんですけれども、朝早くバスで吉岡の町に

来る。そして黒川病院に行って診察を受けて、そして次に役場に行って手続きをし、

吉岡郵便局に行って年金を引き出しいろいろな手続をして、その合間合間に商店街と

いうものがあり、そこで購入していた。そういった、町に来るまではそういう交通機

関を使うんですけれども、あとは歩いて回れるぐらいのコンパクトなまちづくり、そ

ういったものがお話としては結構あったりします。それを、もちろん大和町というも

のはだんだん広がっていく、大きくなっていくということで、どこまでをコンパクト

という考え方ができるのかというのは難しいところだと思うんですよね。ただ、今ま

で小さかったものを少し大きくしたことによってそれが薄まってしまったということ

がありますので、もう少しそこらのてこ入れ的なことも必要なのかなと考えます。そ

ういうようなところでの、それは話し合いを持ってどのぐらいのゾーン化をしなけれ

ばならないのかというところもあるんでしょうけれども、そういった考え方というも

のが必要なんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      お話しのとおり、コンパクトシティという考え方は大変結構な考えだと思います。

これもお話のとおり、どの部分、どの大きさでコンパクトというかということですし、

今お話のあった旧吉岡につきましては、車できて町に下りてしまえばそこで歩いて全

部できたコンパクトさといいますか、それはそれで一つだったと思っています。そう

いったことではありますけれども、今、マスタープランの中で、町でエリアゾーン分

けしているんですけれども、学校関係の教育施設とか、商店街の中町、上町はにぎわ

い交流ゾーンという位置づけ、あとはまほろばホールの辺りを交通文化交流、ひだま

りの辺りを健康福祉拠点、そして役場の辺りを公共公益というような、ちょっと大き

くした状況のゾーン化をしております。これを考えたときにも回遊できるようにと。

回遊の距離が何メートルまでならいいんだということは確かにあります。老人の足で

どうだ、普通の人の足でどうだということもありますので、全く歩かないで行けるわ

けではないわけですから、そういったことはあるんですが、一つのそういったマスタ

ープランの中でゾーン化をして考えていることはあるんです。ただ、今度はゾーンの

中のコンパクト化がまた一つ出てくるんだろうなと。ゾーンはゾーンで、全体はゾー

ンの組み合わせで一つになっていますけれども、ゾーンの中の活性化が今の課題にな

っている状況なんだと思います。ですから、さっきお話の、病院があり、郵便局があ

りというものは、これはこれで、そういった形態ではなくなった事実は確かにあると

思いますが、だからといって病院をまたというわけにもいかないわけですし、そうい

った中で、ゾーンの活性化といったことは大切な方法としてやっていかなければいけ

ない。何があったらそういったものが活性化するのか、そういったものは真剣にいろ

んなお話を聞きながら、考えてまちづくりを進めなければいけない大事な部分だと思

います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      先日、総務常任委員会でデマンドタクシーのお話を聞いて、その利用状況的には黒

川病院と商業施設の利用頻度が高かった、そこから乗られる方が多かったという話を

聞きました。商業施設と聞いて、ああ商店街も使ってもらっているのかなと思いまし

たらば、ほとんどがヨークベニマルとヤマザワだったという話で。そうすると、黒川

病院とヨークベニマルとヤマザワ、あそこのラインがよく人が行き来している。先ほ
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ど町長がおっしゃられたゾーンの中のゾーンとしてのあそこのゾーンというところが

ある。それをうまく回遊させられるというか、そういう方策が必要なのかなと思いま

す。やはり、第１要件のほうでも言いましたけれども、やはり何かの施設が移転して

しまった場合、そこの空き地がそのままになる、もしくは次は何に使うんだというも

のがちょっと考える前に移転してしまう必要性のほうが早くて、そちらのほうに移っ

てしまい、そこが空き地になってしまったり、おくれて工事が始まるということで、

町の中というものが、やはり少しにぎわいを創出するほうに向いていないような部分

もありますので、そういったことも考えつつこれからのまちづくりというものは必要

なのかなとも考えます。もし、特に意見があればあれなんですけれども、よろしいで

すか。もしなければ。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      確かに、デマンドの状況を見れば、そういった人の動きでそこに１つのゾーンがあ

るということで、これを回遊させる方法というものが商店街の活性化、中心市街地の

活性化につながっていくんだろうとは思います。また、空き地の整備という計画性を

持った中で、そこに何をつくるという形の中で進められればよろしいんでしょうけれ

ども、なかなかその辺について、西友の跡地のことかもしれませんけれども、なかな

かそこまで行っていないのが現実です。どういったものがあればいいのかと常に思う

んですけれども、そういったことを話す場、そういったものをやろうという意欲を見

えてこさせる方法というんですか、意欲を出してもらえる方法というものが大事なん

だろうなと。そのことには、さっき言ったいろんな話し合いの場が常にあるとか、組

織からの情報がきちんと伝わるとか、なかなかその辺がうまくいっていない部分がち

ょっとあるのかなという気がしています。答えにはならないかもしれませんけれども、

おっしゃることはそのとおりだと思っております。具体的にどうやったらいいのかと

いうことについて、非常に難しいんだろうなということと、できればそういったこと

についてのいろんなご意見をいろんな機会にお話しいただければ大変ありがたいと思

います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      それでは、そういったような、商工会だけではなく商工人との連携というものを密

にしていただいて、今後町づくりというものに参画できればなと考えております。 

      続きまして、２件目に移りたいと思います。 

      通学路の安全確保について。児童・生徒が安全に通学できるよう以下の３点につい

てお伺いしたいと思います。 

      １つ目、平成24年から黒川地区交通安全協会吉岡支部を中心に各団体の働きもあり、

吉岡小学校と大和中学校前の道路が制限速度時速30キロになりました。今後町として

どのように学校周辺の整備をしていくのか、お伺いしたいと思います。そして２点目、

学校、警察、保護者などと通学路の安全点検は行っていらっしゃるのか。そして３点

目、朝の通勤時間帯や中学生の部活帰りなどの時間帯を考慮した点検は行っているの

か、それについてお伺いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、ただいまのご質問でございますが、平成24年から黒川地区交通安全協会

吉岡支部を中心に各団体の働きもあり、吉岡小学校と大和中学校の前の道路が制限速

度時速30キロになったが、今後町としてどのような対応をするか、整備をしていくか

ということでございますが、対象となりました道路につきましては、町道権現堂線だ

と思います。当路線につきましては、平成７年以前は幅員が５メートル未満の道路で

したので、制限速度が時速20キロでございましたが、同年に道路改良事業の完成と同

時に制限速度が時速40キロに設定されまして、去年の平成27年12月に新たに制限速度

が時速30キロに設定されたところでございます。そのような中で、昨年12月に大和警

察署交通課より、当該町道を除く吉岡小学校及び大和中学校周辺の市街地内に存する

生活道路をゾーン30の区域、これは南端が県道升沢吉岡線、西端が町道中町下町線、

東端から北側を国道４号線と町道下町奥田線に囲まれたエリアをゾーン30として設定

して、歩行者の安全確保と運転者への注意喚起を図りたいが、そのために路面表示な

どの安全対策が不可欠であることから、町に対して協力を依頼されたところでござい
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ます。町といたしましても、当該地区をゾーン30に設定することは歩行者の通行の安

全を図る上で極めて有効であるとの観点から、今年度の事業といたしまして、町道権

現堂線に接します３路線、町道中町裏道線、これは八幡神社の脇。あと町道町裏西ど

う線、これは元千葉パン屋のところから八幡神社に抜けると。それから、町道八幡小

路東どう線、喫茶店いずみから小学校にぶつかる道路。あそこに新たな歩行者レーン

としまして、路面に緑色の明示を行いまして、歩行者の通行安全を図ることとしてお

るところでございます。 

      次に、学校、保護者などと通学路の安全点検を行っているかということでございま

すが、通学路の安全点検に関しましては、平成24年４月以降、国内で登下校中の児童

等の列に自動車か突入し、死傷者が多数発生する痛ましい事故が相次いで発生したこ

とを受けまして、平成24年５月１日付で学校の通学路の安全確保についてといたしま

して、文部科学省から各地域の学校、警察、道路管理者等が連携、協働して、学校の

通学路の安全点検や安全確保を図るよう、関係機関に対し依頼されたところでござい

ます。 

      本町におきましては、その依頼によりまして、平成24年８月に県道、町道の管理者、

教育委員会、学校、ＰＴＡ、警察が連携しまして、通学路の緊急合同点検を実施した

ところでございます。その点検では、各構成員が小学校区ごとに現地で通学路状況を

確認し、危険個所の把握とその対策等につきまして検討を行い、順次対応してまいり

ました。また、各小・中学校におきましても、毎年、教員、ＰＴＡが通学路の安全点

検を実施しております。新たな危険個所が確認されたときには、その都度学校から教

育委員会が連絡を受けまして、各関係機関と連携をとり対策を講じているところです。 

      危険個所の点検につきましては、これまで年１回大和町ＰＴＡ連合会から各小・中

学校ごとの危険個所にかかわる要望書を町が受けまして、現地の確認を行い、町及び

関係機関に連絡し対応しておりました。現在は、地区ＰＴＡからの通学路危険個所改

善要望を各学校が受けまして、学校からその都度教育委員会にその報告をいただき、

迅速に同様の対応を行っているところでございます。 

      続きまして、朝の通勤時間や中学生の部活動帰りの時間帯等、時間帯を考慮した点

検を行っているのかについてでございますが、朝夕の時間帯を想定した点検は、徒歩

だけではなくて、自転車通学の児童・生徒への安全はもちろん、特に冬期間におきま

しては暗くなるのが早く、防犯の対策についても大変重要であると考えておりますの

で、そのような視点も取り入れながら関係部署と連携し安全対策に努めていきたいと

考えております。 
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      また、各小中学校におきましても、登下校時の安全点検を実施しておりますが、こ

れからもＰＴＡ防犯パトロール隊や交通指導隊員の方々にご協力をいただき、学校と

連携をとりながら、児童・生徒が安心して通学できるよう、なお一層の安全点検を行

い、事故が起こらないように取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      ゾーン30ということで、整備されるということ。路面に緑色の表示、カラー舗装と

いう形でしょうか、それを行うという理解でよろしいのでしょうか。あと、そのほか

にも何かお考えとかはあるかないか、お伺いしたいんですが。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今議員お話のとおり、緑色で歩道をカラー舗装という形で色を塗って、そこを目で

見やすく塗り分ける方法です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      吉岡南とかまほろば２丁目とか、そういったところは歩道がきちんと整備されて、

大変歩きやすいところが確保されているんですが、どうしても旧市街地のほうに入り

ますと、歩道が整備されておらずに、側溝のふたの上を子供たちが歩くような形にな

っております。先ほどおっしゃいました３路線につきましても、大変道路の幅が狭く、

そういった中で歩道の塗り分けという形をとろうとなさっているようですが、どのぐ

らいの幅になるのかなと。大分狭いんじゃないのかなと考えるんですが、いかがでし

ょうか。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      具体的には課長から。幅とか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      都市建設課長佐々木哲郎君。 

 

都市建設課長 （佐々木哲郎君） 

      それでは、先ほどのご質問にお答えいたします。 

      道路の脇に緑色のレーンを引きまして、歩行者の観点からそういった整備をしてい

くという考えですけれども、幅につきましては、通常歩行者につきましては75センチ

メートル。歩道専用ということで、すれ違うということで、一般的には歩道は1.5メ

ートル以上が設置基準となっていますけれども、今回の路面に関しましては幅員も狭

いということで、最低75センチメートルは確保していきたいと考えてございます。以

上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      それは両側ですか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      その件につきましても、課長のほうからお答えします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      都市建設課長佐々木哲郎君。 
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都市建設課長 （佐々木哲郎君） 

      お答えいたします。道路幅員は通常車道ですと３メートルが１車線という市街地の

道路の定義がございますので、その３メートルをとった外にそういったレーンを確保

していきたい。場所によっては取れない場所もございますので、両側とれない場所は

片側だけという形になろうかと思います。今後警察署と協議をした上で、そういった

設定をしていきたいと考えてございます。以上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      小学校の近くはたしか吉岡小学校だけではなく、スクールゾーンというようなゾー

ンの設定の仕方があったはずですが、何かそれが最近形骸化してしまった。そういう

意識がなくなったような感じがして、ゾーン30という設定が今度新たに加わって、同

じ具合にそういう意識が薄れてくるのかなとも思いますので、そういったカラー舗装

ももちろん大切ですが、やっぱり人の教育といいましょうか、ここの路線は子供たち

がたくさん集まるところだから気をつけましょうというような呼びかけみたいなもの

も必要になってくるのかなとも感じられますので、そういった教育指導といいましょ

うか、一般にも呼びかけるような形も必要かなとも考えますが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      おっしゃるとおり、一般の方々にも呼びかけるといいますか、しっかり指導すると

いうことが大切だと思っております。今のゾーン30というものも、緑で、歩行者はも

ちろんですけれども、運転する人の視覚に訴えるということもあるんだと思っており

ます。ですから、そういったことがあるということは子供たちが多いとか、そういっ

た意識をしっかり持ってもらうという啓蒙活動も大切なことだと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 
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      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      では、そういった方向で、学校周辺で事故なんかが起きることのないような政策を

とっていっていただきたいなと考えます。 

      また、要旨の２点目と３点目、一緒になるかと思いますが、安全点検を行っている

というんですが、１年に１遍なのか、それとも１月に１遍とか、そういう形なのかわ

かりませんが、どのぐらいのペースでやっておられるのか。また、やるときの人員。

保護者とかも含まれているのか、学校の先生と警察などはどうなのか、そこら辺をち

ょっとお伺いしたいんですが。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問は学校関係ということでございますので、教育委員会のほうにお

願いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      教育長上野忠弘君。 

 

教 育 長 （上野忠弘君） 

      それでは、今野信一議員の質問にお答えしたいと思います。 

      最初に、今野議員につきましては、本当に朝夕子供たちの安全指導ありがとうござ

います。本当に安全指導のみならず、挨拶なども非常によくなってまいりました。感

謝申し上げます。これからもよろしくお願いしたいと思います。 

      それでは、ただいまの質問ですが、まず学校につきましては、回数にばらつきはあ

るんですが、大体２回から13回ということで、つまり少ない学校については日常的に

やっていて、学校で決めた回数は２回だということだと思うんですね。小規模校にお

いては、ほとんど日常的に管理職が通学路点検などをやっておって、挨拶運動もあわ

せている状況があります。それから、通常１学期の初め、２学期の初め、３学期の初

めにつきましては、必ず通学路の安全点検をするように委員会から指示をしておりま
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すので、学校とは別に町全体で点検を行っております。それから、夏休みにつきまし

ては、今度はＰＴＡと一緒になりまして安全点検を実施して、結果を学校、教育委員

会に報告していただいて、必要な場合にはその都度対応していくというふうにしてお

ります。 

      それから、登下校ですので、スクールバスもございます。スクールバスにつきまし

ては、開始時に教員がバスに乗りまして、乗降の様子を確認したり、安全指導を行う

ということをやっております。それから、バス委員会というものを設けまして、まず

は子供たちのバス委員会。そこでは、日常的な安全の約束とか、あるいは子供たちは

日誌を毎日つけておりますので、日誌をもとにいろいろな情報の確認などを行ってお

ります。それから、定期的に保護者を集めたバス委員会を設置しまして、危険な運行

経路とか停留所の位置の関係とか、そのようなもろもろ日常的な情報交換を学校と行

いまして対応するという状況がありまして、通常の徒歩、自転車、スクールバスと、

学校と保護者が中心になりまして点検活動を実施している状況がございます。以上で

ございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      今野信一君。 

 

２  番 （今野信一君） 

      ゾーン30地区だけではなく、やはりそういった通学路の点検は大変必要なことだと

思いますし、どうしても子供だけが通学して、親は何かの行事のときは車で学校まで

行ってしまうということで、子供が歩いている道路を実際歩いていないという場合が

あります。たしか、ＰＴＡの行事で、町との懇談会といいましょうか、町への要望書

を出すような機会があり、そういったようなものがあったと思うんですが、そういっ

たものをもう少し、こういうことに使ってくださいというような、通学路をチェック

してもらって、その通学路においてこういう危険な場所があるという要望を出させる

という例なんかを出してもらうと、実際によろしいんじゃないかと。私が子供が在学

中に、町への要望は何かありませんかとそのまま言われまして、町への要望……急に

言われてもな、ということがありました。そういったような、通学路の点検なんかを

した上で町への要望が何かあればという一言を入れてもらうだけでも、そういった見

方があるのかなと思いましたので、そこのところもお願いしたいと思います。 

      また、町内の中では、たしか去年、小学生が側溝のふたにつまずいて転んでけがを
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したということがありました。それはどういうことかというと、側溝の手がけの部分

というんでしょうか、少し穴があるんですけれども、それが同じ方向に並んでいるな

らばさほどの大きさでもないんですが、向きがかわってしまいまして、同じ幅が２倍

になってしまったということで、足がちょうど突っかかってしまって転んだというこ

と。まれにそういうことがあるのかなと思いましたら、この間私も歩いて見ていて、

そういうようなところを見つけてしまいました。１カ所あったんですが、それをすぐ

に県道でしたので、県のほうから来て直してはいただいたということなんですが、せ

っかく来ていただけるんだったら、もう少し幅広くチェックするようなことがあれば

いいのかなとも思いましたので、そういったことも考えつつ通学路の点検も行えれば

なと思いましたので、意見させていただきたいと思います。答弁をいただいて終わり

にしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。時間がありませんので簡明に。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      中学校とかＰＴＡからのご要望につきましては、各ＰＴＡで道路を歩いて、そして

まとめてもらって出してもらっていたと思っております。吉岡だけもしかして違うの

か。それで、さっきも言いましたけれども、今は要望を出すのを切りかえまして、直

接学校のほうにそういう形で出して、学校から教育委員会に行ってもらってというス

タイルには変えましたけれども、やり方、考え方としては継続しておりますので、そ

ういった現地を歩いた中での要望という形で来ていると思っております。 

      それから、そういった上ぶたについては、至急直さなければいけないと思いますし、

県のほうにもそういったことは至急直すように、町のほうでもあればすぐ行って直し

たいと思いますし、またそういった点検もしっかりしていきたいと思います。以上で

す。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で、今野信一君の一般質問を終わります。ご苦労さまでした。 

      では、次に、６番門間浩宇君。 

 

６  番 （門間浩宇君） 
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      ２期目の門間でございます。一般質問をさせていただきますが、非常に緊張してお

りますので、１問２要旨について質問しますが、前後左右することになるかもわかり

ません。お許しをいただきたいなと思います。 

      通告に従いまして、まずは読み上げさせていただきます。 

      鶴巣田中橋についてということで、鶴巣幕柳の田中橋が５月31日、つい先日ではあ

りますが、補修工事を完了し、通行どめを解除し、開通の運びとなりました。住民に

とっての生活道路であり、近隣市町村から仙台などへの通勤路としての大きな役割を

果たしていた橋の通行どめ解除は、利用者にとっては待ちに待ったものでありました。

しかし、通行どめ解除に当たり、14トン未満という今までになかった新たな制限が加

わり、積載した大型車両は迂回を余儀なくされております。 

      そこで、次の２点について、町長にお伺いいたします。 

      町管理の町道幕柳大平線の田中橋のさらなる整備計画はあるのか。２点目、近接交

差する県道吉岡塩釜線も含め、周辺の道路整備の考えはあるのか。以上２点について、

町長の答弁ではありますが、町としてのお考えをお伺いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ただいまのご質問でございますが、まず、田中橋の補修工事に際しましては、通行

どめの期間が長期間となりまして、地元の皆様を初め、利用される皆様に多大なるご

不便をおかけしておりましたが、おかげさまをもちまして、５月31日の午前11時に通

行どめを解除したところでございます。 

      田中橋の補修工事につきましては、平成24年に発生した中央自動車道の笹子トンネ

ル天井板落下事故を受けまして、道路の重要構造物、橋やトンネルでございますが、

それらを対象に全国一斉に点検することになりまして、本町におきましても平成26年

度から大型車両の交通量が比較的多い橋梁から点検を実施したところでございます。

その点検におきまして、田中橋の劣化が著しく、現状のまま車両の通行を継続した場

合落橋の恐れがあるとの点検結果が報告されたところでございます。そのため、橋梁

の改修方法を検討した結果、現在の橋梁を当初の強度に復元することが早期開放に結

びつくとの判断から、原状復旧への補修工法となったもので、その際、橋梁の耐荷重
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を再検証した結果、現橋梁の耐荷重が14トンであることが判明したことから、改めて

制限標識を設置しまして、橋梁の維持、保全を図っていくものでございます。 

      初めに、町管理の町道幕柳大平線の田中橋のさらなる整備計画はあるのかとのご質

問でございますが、今回実施しました補修工事は、先ほども話しましたけれども、早

期交通開放を図るため、現状の強度に復元したものでございますが、現橋梁の耐荷重

を増強することは、橋梁全ての構造を変えることになりまして、橋台の改修やそれに

伴っての河川改修計画との整合、さらには県道との交差点の形状改良など、多くの課

題が山積することから、本町独自での整備については、大変困難なことと捉えており

ます。 

      次に、近接交差する県道吉岡塩釜線も含め周辺の道路整備の考えについてでござい

ますが、田中橋に近接する県道吉岡塩釜線の整備につきましては、先ほどのご質問と

関連いたしますが、平成８年２月ごろに宮城県仙台土木事務所から県道吉岡塩釜線、

県道仙台三本木線、町道幕柳大平線、田中橋を含めた交差点改良計画とあわせて、一

級河川小西川の河川改修計画の説明会が沿線地元住民の方を対象に開催されましたが、

事業計画と地元住民の意見の一致が見つからずに、事業化は延期されたまま現在に至

っているところでございます。 

      現在の田中橋を含む交差点は変則的な形状で、以前から危険な交差点となっていた

ため、交差点を通過する車両と歩行者の安全を図るとしまして、宮城県公安委員会が

昨年の３月２日に信号機を設置したものでありますが、さらなる安全を図るため、当

該交差点の改良事業について、地元の皆様の意見や他町、富谷町になりますが、関連

する課題を整理しながら検討、相談してまいりたいと思っております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      門間浩宇君。 

 

６  番 （門間浩宇君） 

      質問２要旨なんですが、今町長に答弁をいただきました。このことに尽きるのかな

と思って、再質問はなくてもいいんですが、若干させていただこうかなと思ってござ

います。 

      １要旨目、さらなる整備計画はのことに関して、最後の語尾に、大変困難なことと

捉えておりますという答弁なんですが、あの橋は、幕柳大平線の県道から分かれると

ころの一番最初の10メートルも行かないとことにかかっている、小西川にかかってい
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る橋です。ちょうど１キロメートルぐらい行ったところに、最初某生コン会社ができ、

それの営業販売をするに当たって、橋が小さすぎるということで橋を継ぎ足したとい

う経緯があるようです。そのために二重構造になっていたと。要は半分半分構造が別

だと。その部分で、鶴巣村の時代だったのか大和町になってからかよく存じませんが、

古い橋、最初からかかっていた部分の橋が今回落下の危険があると判断されたと聞い

て、１年ほど前に通行どめになったと。私も調べたわけではありませんが、聞いた話

ですから、そういうふうにお聞きしております。 

      あの地区、特に理解できる人は、なかなか地域的に理解できないのかもわかりませ

んが、県道から分かれて大平下方向に向かうと同時に、４軒の土とり関係、生コン会

社が入ってございます。大型積載したこれから現場に配達に行くという大型車両が、

14トンの規制があることによって、特に一番端に近い会社は、10メートル目の前に県

道があって、橋が通れればすぐにいけるにもかかわらず、わざわざその端を右折しな

がら遠ざかって、３キロメートル、５キロメートル先の、重吉橋という橋を渡って県

道に出て、そこから塩竈、吉岡方面に配達に向かう。あるいは富谷方面に車橋を渡っ

て行くという作業を余儀なくされていると。落下の事故で通行どめ以来。開通はして、

町民の方々、あるいは通勤に使われる普通乗用車での方々は便利になったと非常に喜

ばれていると思いますが、事業者にとっては、迂回をしなくちゃいけないことによっ

て、これも私が調べたあれではないんですが、概算とすれば、ガソリン代、あるいは

軽油代、年間うん百万と。迂回をすることによって。そのくらい不利益が出ていると

いうことも考えられると思うんです。今大和町で、独自で田中橋をかけかえろと言わ

れても、なかなか予算的な部分もあるでしょうし、住民の生活が優先だということで

早期復旧を図って改修工事をしていただいた部分は、私も産業建設常任委員会のメン

バーとして、都市建設課佐々木課長から話を聞いておりますし、非常に理解して感謝

申し上げております。ただ、これから長期的な部分で、そのままでいいのかという思

いもあって、きょうこの問題を１点に絞って取り上げさせていただきました。今私が

述べたことに関して、町長、いかようにお感じになるでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      今回、田中橋については14トン規制となったところでございます。これまでも本来
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14トン規制という状況ではあったんだと思いますけれども、その表示がなかったとい

う状況であったということです。それで、今回再度調査をし直した結果、渡れないと

いうことになりましたので、事業者の方には大変ご迷惑をおかけすると思っておりま

すが、その状況を説明させていただいて、ご理解を今現在いただいた中で、空車であ

れば、帰りにつきましては14トン未満ということだと思いますので、荷物を積んだと

きにはご協力をということでお願いをしているところでございます。その分に時間と

費用ということも当然かかってくるとは考えますが、そこはご協力をよろしくお願い

したいと思っています。 

      橋だけ単独に直すといいますと、結局さっきの２番目の交差点改良までかかってく

る話になってくるんだと思っています。交差点改良がなされれば、当然田中橋につい

ても、今の橋ではなくて、違った線形になってくるということになるんだと思ってお

りますので、そういった、以前にいろいろ課題があったようでございますので、その

辺を、時間もたっておりますので、整理しながら、あるいはこれは富谷町との関係も

出てきますので、大和町だけではなくということになりますので、その状況、富谷の

考え方、そういったものも考えながら課題を整理して県のほうに交差点改良も含めて

の相談をさせてもらいたいと思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      門間浩宇君。 

 

６  番 （門間浩宇君） 

      ありがとうございます。心強いお言葉だと受けとめさせていただきます。 

      今鶴巣、特に大崎近辺、鳥屋近辺には、今問題にしている田中橋、それと14トン規

制であれば樵橋もそうですか。制限がないのが重吉橋ということで、あの近辺では大

型車両の通行量が多い割には１橋しか通行できる部分がない。特に石ノ沢、あるいは

大平関係の大型車両が吉岡なり塩竈方面に向かうときには１橋を渡る以外ないと。帰

りは空荷ですから、14トン規制には引っかかりませんから問題なく通れますが、そう

いったことで、幕柳大平線にかかる特に田中橋に関しては、通勤通学だけじゃなく事

業者にとっても大きな影響のある橋だということは、皆さん認識していただいている

と思いますし、やっぱりこれからのことも考えるべきなんだろうなと私は思っており

ます。 

      町長の答弁にもありましたが、これは都市建設課の佐々木課長から、この間図面を
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土木事務所からいただいてファックスでいただいて、縮小ですからわかりにくいんで

すが、20年前に県のほうで、住民説明会の資料用なのか、正式な図面をこうやって持

ってきているんですよ。あそこの田中橋の交差点、県道も含めた交差点の図面です。

なぜかわかりませんが、１回の住民説明会だけで終わっているんですね。正式なこん

な図面までつくって、なぜ県で１回しか説明しなかったのか。答弁にもありましたが、

住民の土地利用に関する合意がなされなかったということで済んでしまったのか、も

うわかりませんが、県のほうでそういうふうに判断したのかもわかりません。やっぱ

りこういったものは、当時の今泉から来る県道にぶつかる道路、幕柳大平線の起点の

部分のところの交差点、町長も言ったように変則になってございます。先日信号が１

年前についた途端に橋が渡れなくなったという部分もあるんですが、こういった問題、

改良するきっかけがあったにもかかわらず、住民との合意形成がなかなかなされなか

ったということはわかるんですが、この開通をきっかけに、ぜひこの問題を県のほう

に、あるいは国のほうに要望していただいて、あそこの改良工事をやっぱり進めてい

ただきたいなという思いで、きょうはいい機会なのかなと。田中橋開通、14トン規制

があるにもかかわらず、開通して大変うれしいことなんですが、いずれ３年、５年か

かる話なんですね、やっぱり橋をかけかえるということは。これからやっぱり、今か

らでもその作業にかかっていただきたいなという思いがあり、今回田中橋の開通に伴

っていい機会かなという思いも込めて、この問題を提起させていただいたところであ

ります。町長のこの辺の気持ちといいますか、今すぐには県の執行の部分、それに照

らし合わせて町の田中橋の改良もという思いも込めて申し上げましたが、町長の見解

をお聞きしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      この橋につきましては、一旦の修繕は終わったということでございます。それでご

不便はおかけするんですが、14トン規制の中でスタートをするということになります。

改良するとすれば、さっき言いました交差点改良との連動というものがやってくる、

そのやり方になろうと思っています。県で以前に説明したときになんでそういうふう

になったのか、何回説明したかちょっと私はそこまで確認はしておりませんでしたが、

今この交差点が県のどういうポジションにあるのか、県の考え方として。そういった
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こともあるんだと思います。図面は私も持っておりますけれども、ああなればかなり

費用もかかる工事でしょうし、大きな工事になってくるんだろうなという思いもあり

ますので。ただ、交差点はあくまでも変則でございますし、危険な箇所ということは、

信号がついてもやっぱりちょっといずい信号というんでしょうか、難しい信号のよう

な気もしますので。県のほうの確認も含めて、何でできなくなったのかということも

再度確認をしながら、富谷の考えも確認しながらやっていかなければいけないと。相

談しながらということを申し上げましたけれども、この状況を再度確認し直して、ど

ういった進めができるのか、県と相談してまいりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      門間浩宇君。 

 

６  番 （門間浩宇君） 

      ありがとうございます。あの県道交差点は、やっぱり町長が先ほど申しましたよう

に、非常に危険な道路でもありますし、見通しの悪い部分でもあります。この図面に

よれば、大分カーブの部分も、きついカーブも緩和されるような形になっております

し、町内の工業団地から県外へ搬出される重要な県道塩竈吉岡線でもありますし、そ

の端っこにかかる重要な田中橋でもありますから、そこの改良工事をぜひ進めていた

だいて、よりよい大和町なり交通環境になることを要望して、私の一般質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で、門間浩宇君の一般質問を終わります。 

      暫時休憩します。休憩時間は10分間といたします。 

 

         午後４時２８分  休 憩 

         午後４時３６分  再 開 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により午後５時を過ぎても時間を延

長して会議を継続したいと思います。これにご異議ありませんか。 
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         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、時間を延長することに決定しました。 

      次に、一般質問、４番馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      馬場でございます。よろしくお願いいたします。 

      それでは、通告書に従いまして質問いたします。 

      １件目でございます。農業振興策についてということでございます。農業経営基盤

の安定化、所得の増大のためには、町主導で農産物の加工や販売を促進しなければな

らないと考えますが、町長の所見をお伺いしたいと思います。 

      １、農商工との連携による地元農産物の加工食品化、商品化はどのように進んでい

るのか。２、本町の農産物及び加工品のＰＲが弱いように感じるが。３、新たな大和

町独自の農産物及び加工品の検討等を行っているか。以上の３点について、よろしく

お願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁を求めます。町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      それでは、初めに、農商工との連携による地元農産物の加工食品化はどのように進

んでいるかのご質問でございます。 

      農商工との連携によります加工食品化の取り組みにつきましては、生産体制の確立、

生産量の確保、流通体制などの連携体制が必要でございまして、製品化することには

さまざまな難しい問題があります。このような中で、農事組合法人エイノーの「舞茸

ごはんの素」、鶴巣そば生産組合の「鶴巣そば」、ＪＡあさひなの「そば焼酎」「椎

茸かまぼこ」「しいたけたっぷりカレー」などの加工製品が商品化されております。

町としましては、地元農産物と加工業者のマッチングを行うなど、ＪＡあさひなと連

携をしまして、新たな加工食品化に協力してまいります。 

      次に、本町の農産物及び加工品のＰＲが弱いように感じるがとの質問でございます。

優良地場産品推奨品として認定しました本町の農産物加工品は、ホームページや大和

町ガイドブックの物産コーナー「まほろばのめぐみ」に掲載しておりまして、観光物

産協会によります吉岡宿本陣案内所やまほろば夏まつりを初めとした各種イベントで、
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地場産品を販売するなど、ＰＲ活動の実施をしております。一部の農産物では、ふる

さと納税の返礼品としての活用も図ってまいります。 

      次に、新たな大和町独自の農産物及び加工品の検討等を行っているかとのご質問で

ございます。本町独自の農産物につきましては、転作作物を中心に導入してきた経緯

がございまして、導入に当たりましては、作物生産体制の産地化など、ＪＡあさひな

が主体となって進めてまいりました。具体的には、日本人の食文化の多様化やその

時々の消費者動向などにより、ホウレンソウ、エダマメ、ソバ、曲がりネギ、マイタ

ケ、シイタケなどのさまざまな作物を生産してまいりました。これからも、消費者の

動向など、流行に合わせて付加価値の高い加工品の製品化が見込める作物をＪＡあさ

ひなや生産者等と連携し検討してまいりたいと思います。 

      また、水産業といたしましては、宮城県が開発しました全雌三倍体イワナでありま

す「伊達いわな」の振興を図るため、本議会に補正予算をお願いしておりますが、南

川ダム湖畔に加工施設を整備いたしまして、燻製や切り身などの加工を行う計画であ

ります。加工品は、主に首都圏や仙台市に出荷するほか、町内の飲食店にも市場価格

より安価で提供する予定としております。町内、県内、全国に「伊達いわな」を本町

の特産品としてＰＲしてまいります。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      それでは、１点目のお答えについてちょっとお聞きしたいんですけれども、地元農

産物と加工業者とのマッチングということで、それはどういうことを行っていらっし

ゃるのか。私もＪＡの青年部にいましたが、どちらかというと町からＪＡあさひなに

完全委託というか、頼むよという形で依頼をしているほうが大きいんじゃないのかな

というところがございまして、ちょっとその２点についてお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      これは、マッチングといってもなかなか難しいのが現実だと思っております。ＪＡ

あさひなが産物についての知識も持っておられますので、ＪＡあさひなが中心になる

という形でお願いしている経緯はこれまでもございます。町でやったといいますと、

例えば酒ですね。「七ツ森伝説」などというものは、加工米といいますか、地元の水

を使って大和蔵酒造でつくっていただいた経緯がございました。あれは、ささみのり

ということで、なかなかその後継続的にささみのりをつくってもらうということは難

しいとか、そういうものがあったところではありますが、製品として酒については今

残っております。そのほか、具体的にこれといって商品化できたものというものはま

だないのですが、ずいぶん前の話ですけれども、以前にはホウレンソウのハウスリー

スが一時はやった時期がありました。あのときに、ホウレンソウをどうやってやろう

かという中で、いろんな研究をした中で、ホウレンソウの粉末化を研究した経緯があ

しました。その後に、その粉末をどうやって使うかというところまで行かなかったと

ころですが、そういった研究をやった経緯はございました。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      今、マッチングは難しいというお答えだったんですけれども、先ほど今野議員から

もあったとおり、商工会と連携して、やっぱり吉岡の町中で食べられるような商品を

開発していただいて、ある程度そば類はあると思うんですけれども、やっぱり地元の

ものを地元の人に食べていただくということが一番根本だと思うんですよね。地産地

消であり、やっぱりそこのものを食べるというのは当然のことかなと思いますし、や

はりその辺をもう少し、町からも、もちろんＪＡも商工会も連携しなくてはいけない

んですけれども、ぜひその点をもう少し、産業振興課なり、やっぱりいろいろ知識も

お持ちでしょうから、ぜひその辺のお願いをしていったらいいんじゃないのかなと思

ってございますが、どうでしょうか。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      地元のものを地元にというのはそのとおりだと思います。地元で回るのが一番いい

んだということもあります。そういった形で進められるようなお手伝いということは

いろいろ考えられると思いますが、例えば、今、鍋まつりというものをやっています。

これは、宮城県全圏、仙台市に集まってやっている。あれは、マイタケを使って大和

町の特産としてマイタケ汁というものを提供しているんですが、残念ながら、マイタ

ケ汁は提供しているんですが、大和町のどこで食べられるんですかといったときに、

それがなかった状況です。ですから、大和町の特産といいながら、これはいいですよ

とＰＲしながら、なかなか地元に来てどこで食べられるんですかといったときに、な

いという状況もありましたので、これはあるお店に鍋まつりにも一緒に参加してもら

って、そういったメニューを加えてもらったりということもあります。そういうこと

で、そういったヒット商品というのはなかなか難しいところがあるのですけれども、

そればかりではなくて、情報的には持っている部分もありますので、商工会にも頑張

ってもらって、農協と連携しながら、地元で、いわゆる地産地消といいますか、そう

いったものには力を入れていければと思っております。 

      先ほどちょっと言いましたけれども、今度、全雌三倍体という大きなイワナ。これ

は、今までも築地のほうに出しているんだそうです。値段がかなりよろしいと。それ

で、その辺の問題があるという課題もあるようですので、今回加工して大量生産がで

きるようなことで価格が安くなるとか、あと、地元でも、地元に来れば安価にという

か、何ぼ安くなるかわかりませんけれども、そういったものになればいいなと思って、

これも今回補正予算の中ではございますけれども取り組んでいくということですので、

よろしくお願いします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      ぜひ、吉岡の町内で大和町産の生産したものを食べれるように、これは普通のこと

だと思いますので、地元の商店街の方たちにも、お店の方たちにもご協力をお願いし

ていったらいいんじゃないのかなと思いまして、では、次の２点目に移りたいと思い

ます。 

      ホームページ、ガイドブック、物産コーナー、やっていらっしゃるようでけれども、

どちらかというと、私の感じでいうと、こういうものがありますよと言っているだけ
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で、割と強く売り込むのが少ないんじゃないのかなと思うんですね。やっぱり今、あ

る程度「ありますよ」は多分もうネットとかで全部見れるんですけれども、さらにそ

この先に、やっぱり売っていかないとその商品の価値というものは出てこないし、や

っぱり食べていただく、見ていただく、そうしないとそのもの自体のよさはわかって

いただけないのかなと。どうしても、何が原因なのかはわからないですけれども、あ

りますよという商品のＰＲにしかなっていないように感じるんですけれども、その辺

について１点お願いいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      商品のＰＲということですけれども、ある商品を町がどこまでできるかという問題

もあると思います。原料が町の特産であってということで、もちろん応援はするので

すけれども、ある商品について、これを町が持っていって売り込みというものについ

ては、どこまでやれるのか。公の場とその辺もありますので、なかなかその辺の難し

さはあると思っております。ただ、今度、ふるさと納税の返礼品なんかにそういった

ものを加えていけば、これも一つの大きなＰＲになってくると思っておりますし、後

はやっぱり直売会とかお祭りとか、そういうときに、物産協会とか公社の力も借りな

がら、そういったところでＰＲをするとか、そういったやり方は今までもやっている

んですけれども、個々の売り込みが町でいくというのは、工業団地を買ってくれとい

うのとはちょっと違うようなあれもあるような気がしますので。そう言いながら、で

きる中で、まだまだ足りないというお話でございますので、いろいろ工夫してやって

いきたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      今、町長からふるさと納税の返礼品と、今私も言おうと思っていたんですけれども、

これはどのように具体的なお考えになっていらっしゃるのか、お答えいただきたいと

思います。 
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議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      ふるさと納税ですが、もうスタートはしております。まだまだ品目は足りないので

すが、米、牛肉、お酒等々です。あといろいろ、それこそイワナとか、シイタケとか

もあるんですが、まだ業者との話し合いが煮詰まっていない部分もありますので、順

次決まり次第そういったメニューをふやしていきたいと考えております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      ふるさと納税はやっぱり今、返礼品がかなりいいところはいいものを出していて、

納税もふえているという現状でございます。そこを結構見ていらっしゃる方も随分い

て、納税している方もいらっしゃいますので、やはり、大和町としてもよくお考えに

なって返礼品をやっていただきたいと思います。これは答えはいいです。 

      では、次、３点目、新たな大和町独自の農産物及び加工品の検討ということでござ

いますけれども、どうして私がこの話題を質問したかというと、平成30年に生産調整

が終わりまして、7,500円の助成金が多分打ち切られるというのが見えていまして、

そのときに、生産を任せますよと。つくる人たちに任せますよ、行政は入りませんよ

と私は捉えているんです。そのときに、やっぱりその町々、例えば市とか、県とかあ

る程度オリジナルブランドというものがないといけないと思いますし、やっぱりその

町でしか取れない野菜みたいな、もう本当に独自というか、町々で違う作物をつくっ

ていって、それを売っていくような、新たな収入源の確保みたいなものが必要になっ

てくるのかなと。もちろん水田のフル活用にもそれはかかってくると思うんですけれ

ども、その辺について、町長、どのようにお考えかお答えください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      生産調整が終了した段階で、田んぼの利用ということだと思います。まず、米が主

体ということですので、あさひな米とかそういったもののブランド化ということもも

ちろんあると思います。また、そのほかに、田んぼを利用してというもの、言ってみ

れば転作作物といいますか、そういったものについては、やっぱり難しいところはあ

るんだと思っています。今、好調だと聞いているのが曲がりネギですか。北海道のほ

うに随分販路が広がっていると聞いております。そういったもの、これはもちろん農

協が力を入れてやっておられるということがありますし、また、今回ブルーベリーを

一部スタートしております。今回のサミットで、富谷のブルーベリーのジュースが利

用されたということで、非常に話題になっておりまして、今需要がうんとあるんだけ

れども追いつかないという状況だそうでございます。ブルーベリーは富谷だけでつく

っているんではなくてという話もありますので、そういった一つの方法として、今一

部ブルーベリーを大和町でもつくってこられている方がおいでだと聞いておりますの

で、そういった新しい方向の一つとしてはあるのかなと思います。あと、ブドウとか

をハウスで。これは農協が進めていますけれども、そういった新たな作物も出てきて

いると聞いておりますので、そういったものを一緒になって協力体制をとりながらお

手伝いを補助するとか、そういったもので取り組んでいかなければいけないと思って

おります。生産調整がなくなったからまるっきり行政が絡まないということでは多分

ないと思っておりますので、そういった形で生産調整につきましてはお任せするよと

いうことにはなりますけれども、そのためのお手伝いは行政もしていくということで

ございますので、その辺をよろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      行政に頼らないというか、行政の配分に頼らなくなっていくというふうになってい

るんですね。これは今、富谷町とおっしゃいましたけれども、やっぱり大和町のブラ

ンドがほしいなと私も思います。先ほどからおっしゃっているように、やっぱりこれ

だという、大和町はこれだよというものが、どちらかというと割と全体的にぽっぽっ

ぽとある感じで、大和町といったらこれですというものが本当に、ソバは生産量はそ

うなんですけれども、ありますよというだけで、そこからのつながりが薄いように感
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じるんですね。だから、もう少しその辺を、ソバももう少し力を入れていただくよう

な。とにかく一番は販売になると思うんですけれども、そういうものをもう少し強化

していただけたらなと思ってございます。 

      それから、ご答弁にありましたけれども、消費者の動向など流行に合わせてという

一文があったんですけれども、これもまたＪＡに諮ってという答弁になるのか、ちょ

っと町長のお考えをお願いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      消費者の動向というのは、その時代のはやりものということですので、決して農協

に任せるというということではない。情報の提供とかそういったことはできると思う

んですね。ですから、どこで何を求められているとか、どういったものが今付加価値

が高くなって有利に使ってもらえるとか、そういったものについては、我々もできる

分については農協任せだけではなくて一緒にやっていくということでございます。 

      あと、企業関係のもので、企業でもいろいろ農産物を使っての研究をしているとこ

ろもありますので、そういった情報の提供も、うまく合えばできると思っております。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      今のご答弁に合わせますと、さらにその次のご答弁に付加価値の高い加工品の製品

化ということで、この辺をちょっとつなげていくと、宮城大の人たちともうちょっと

いろいろ考えていったらいいんじゃないのかなと。これから、社会に巣立っていく人

たち、また商品をこれからいっぱい買ってくれる人たちの意見を取り入れたらいかが

なものかなと思うんですけれども、その辺のお考えはないかお答えください。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 
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町  長 （浅野 元君） 

      宮城大学につきましては、当然協定も結んでおりますし、食品関係の部門を持って

おりますので、学生の感覚ということはもちろんですし、学校の先生方にも専門の方

がおいでということです。ですから、逆にどういったものを、どういうことをやりと

いう意見が農家の方々から出てくるとか、そういったものをつなぐということもあり

ますので、こちらからだけではなくて、宮城大学を利用してこういう研究をしたいと

か、そういったお話があれば、町のほうでつないで、そのとおりにできるかどうかは

別として、そうした連携もとろうと思っております。お話のとおり、宮城大学とはそ

ういった部分でもしっかり連携した中での協力体制をとってもらうということは考え

ております。 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      連携をとっていただくということで。私はちょっと見たんですけれども、加美で大

学生が酒蔵とコラボして、お酒をつくって今販売しているんですね。こういうことが

できるんだと改めて思ったものですから、ぜひ宮城大の学生と協調していただいて新

たな作物も考えていただいても、それぐらいの覚悟で町としてもやっていただいてい

いのかなと。やはり、もう米もどうしたらいいんだというぐらいまで私は来ていると

思うんですよ。やはり新たな作物というのはこれから課題になっていくのかと思いま

すので、本町の基幹産業だと思いますので、ぜひその辺もお考えいただいて、もちろ

ん水害のときも流す、そういう多面的機能もございますので、ぜひお考えいただきた

いと思います。 

      それでは、次の質問に移りたいと思います。 

      鶴巣教育ふれあいセンターの歩道の整備が必要ではということで、鶴巣教育ふれあ

いセンターへの歩道の傷みが激しい。鶴巣児童館への通学路、防災センターへの避難

路となっており、早急な整備が必要と考えるが、町長の所見を伺います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 
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      それでは、鶴巣教育ふれあいセンターの歩道の整備でございますが、この路線につ

きましては、町道鶴巣中学校線で、現在の鶴巣教育ふれあいセンターの前身でありま

す鶴巣中学校建設の際に合わせて整備した路線です。本路線は歩行者の安全と景観を

考慮しまして、街路樹によって車道と歩道を分離した構造となっております。その街

路樹の成長に伴いまして、歩道部分に根が伸びまして、その影響で歩道表面の舗装が

隆起したものと思われます。現在の歩道は、避難用の誘導路としての扱いもございま

すので、街路樹への影響等も考慮しながら、通行に支障のないような対処をしてまい

りたいと思っております。以上です。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      街路樹はケヤキだそうですね。大きくなると根が相当張って、歩道のほう、私はあ

そこの中学校の一番最初に入った者だったんですけれども、その当時は本当に小さい

木でしたけれども、今、おととい行ってみたんですけれども、本当に大きな木になっ

ていまして、根っこもものすごく張っていたんですけれども、この辺の道路の痛みと

いうのは、課長でもいいですけれども、いつごろから把握なさっていたのか。歩道の

痛みは。お答えいただければ。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      道路状況の把握ということでございますので、課長よりお答えいたします。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      都市建設課長佐々木哲郎君。 

 

都市建設課長 （佐々木哲郎君） 

      それではお答えいたします。歩道の傷みといったことに関しましては、鶴巣中学校

線に限ったわけではなくて、吉岡の市街地にもそういった箇所が多少ございますので、
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吉岡にしても十数年、20年近く前からそういった傷みがあって、その都度対応してき

たと。鶴巣中学校線については、10年ほど前あたりからという話として私も伺ってお

りますので、当時はそんなにひどくはならなかったらしいんですが、最近特に期の成

長とあわせてちょっと凹凸が著しくなってきたかなということで把握はしております。

以上でございます。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      そうなんですね。課長、ありがとうございました。もう何年もそのままなんですね。

脇の水路も実はふたが半分しか閉まっていないところがあって、これもまた子供たち

がどっちによけたらいいのかというぐらいぼこんと15センチメートルぐらい盛り上が

ったところもございますし、やはりこれは児童館ですので、子供たちは毎日月曜日か

ら金曜日まで上がっていっていますので、小さい子だとやっぱりつまかけするんです

ね。やっぱりその辺を配慮していただいて、早目に直していただくというのも必要だ

と思いますし、あれは伐採はできないんですかね。多分近隣住民の方から伐採してく

れという声も上がっていると思ったんですけれども。これは課長でも町長でも、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      町長浅野 元君。 

 

町  長 （浅野 元君） 

      街路樹でございますので、景観のためにということもありましてやっております。

ただ、住民の方が伐採がいいというのであれば……。ただ、景観とかそういったこと

もありますので、一概に全部ずぼっと切っていいのかどうかもあると思います。その

辺は見ながら対応ということになると思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      馬場良勝君。 
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４  番 （馬場良勝君） 

      ありがとうございました。多分、地権者の方の家の前は２本伐採されたと思うんで

すけれども、なぜか知らないけれども、上のほうのケヤキは低くて、ちょうどカーブ

の一番ひどくなっているところの木が一番伸びているんですよ。ちょっと私もどうい

う関係かわからないんですけれども、そっちのほうに栄養があるのか、そういうもの

もあるのかとは思うんですけれども。本当に伐採も含めて検討していただければ、周

りは緑に囲まれていますので、お金の一番かからない方法でということにはなると思

うんですけれども、子供たちの通っているところでございますので、早目の補修をお

願いしたいと思います。以上で私の質問を終わりたいと思います。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      答弁はいいですね。 

 

４  番 （馬場良勝君） 

      答弁はいいです。よろしくお願いしたいと思います。以上で終わります。 

 

議  長 （馬場久雄君） 

      以上で、馬場良勝君の一般質問を終わります。 

      お諮りします。 

      本日はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

         「異議なし」と呼ぶ者あり 

      異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。 

      本日はこれで延会します。 

      再開はあすの午前10時です。 

      大変ご苦労さまでした。 

         午後５時０６分  延  会 
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  上記会議の経過は事務局長浅野喜高の記載したものであるが、その内容の相違ないことを証
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